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１．年度別降水量（月間）

月 

 年度

    26 114.5 225.5 672.0 363.0 445.0

    27 199.0 234.5 1,300.5 529.5 385.5

    28 302.5 342.5 774.0 493.5 77.5

    29 （Ａ） 396.0 158.0 476.5 229.0 139.0

    30 （Ｂ） 121.5 342.5 339.5 436.5 46.0

    平年 (Ｃ) 204.6 221.2 452.3 318.9 223.0

対前年 (B)－(A) -274.5 184.5 -137.0 207.5 -93.0

対平年 (B)－(C) -83.1 121.3 -112.8 117.6 -177.0

注１　当月初日の0時から当月末日の24時までの観測値を当月の降水量とした。

注２　平年値は、1981年から2010年までの30年間の観測値の平均をもとに算出したものである。

２．年度別降灰量（月間）

月 

 年度

    26 47 21 51 3 6

    27 107 309 18 6 0

    28 5 10 22 74 0

    29 （Ａ） 0 11 2 0 0

    30 （Ｂ） 39 173 803 62 79

比較増減 対前年 (B)－(A) 39 162 801 62 79

注　当月初日の9時から翌月初日の9時までの観測値を当月の降灰量とした。

84 5 6 7

4 5 6 7

比較増減

8

－176－－ 176 －



（単位 ： mm）

294.5 81.0 132.5 102.0 156.5 79.0 105.5 2,771.0

227.0 48.5 183.0 215.0 159.0 115.0 222.0 3,818.5

340.5 248.5 124.0 86.5 34.0 83.5 139.5 3,046.5

337.5 141.5 110.5 29.0 96.0 97.5 158.5 2,369.0

368.5 53.5 92.0 245.0 34.5 158.0 169.0 2,406.5

210.8 101.9 92.4 71.3 77.5 112.1 179.7 2,265.7

31.0 -88.0 -18.5 216.0 -61.5 60.5 10.5 37.5

157.7 -48.4 -0.4 173.7 -43.0 45.9 -10.7 140.8

（資料：鹿児島地方気象台）

                     (単位 ： ｇ/㎡）

548 141 139 15 16 13 72 1,072

4 1 0 0 0 4 0 449

0 0 0 0 0 0 0 111

92 55 2 0 3 0 20 185

19 2 8 10 0 17 10 1,222

-73 -53 6 10 -3 17 -10 1,037

（資料：鹿児島地方気象台）

9 10 11 計12 1 2 3

計12 1 2 39 10 11
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３．年度別気温（月間）

月 

 年度

最 高 25.8 30.3 30.0 35.7 33.5

  26 最 低 6.3 9.8 17.9 21.2 23.1

平 均 16.9 20.4 23.1 27.5 27.7

最 高 27.6 31.7 29.8 35.2 36.1

  27 最 低 9.4 12.7 17.0 18.9 22.2

平 均 18.8 21.2 22.7 26.7 27.9

最 高 28.2 30.2 32.6 34.9 37.4

  28 最 低 9.0 12.5 16.6 23.0 20.5

平 均 18.4 21.8 24.7 28.6 29.8

最 高 26.5 29.5 31.5 35.7 36.0

  29 （Ａ） 最 低 5.8 13.6 16.8 23.8 24.1

平 均 17.5 21.1 23.3 29.2 29.7

最 高 28.5 30.3 33.2 35.7 36.3

  30 （Ｂ） 最 低 7.8 10.2 17.4 23.8 25.0

平 均 18.5 21.7 24.7 28.6 29.6

平年（Ｃ） 平 均 16.9 20.8 24.0 28.1 28.5

最 高 2.0 0.8 1.7 0.0 0.3

最 低 2.0 -3.4 0.6 0.0 0.9

平 均 1.0 0.6 1.4 -0.6 -0.1

対平年 (B)－(C) 平 均 1.6 0.9 0.7 0.5 1.1

注１　当月初日の0時から当月末日の24時までの観測値を当月の気温とした。

注２　平年値は、1981年から2010年までの30年間の観測値の平均をもとに算出したものである。

４．年度別日照時間（月間）

月 

 年度

168.5 208.2 104.4 164.6 122.6

88.4 167.2 63.2 137.5 205.1

120.5 174.6 98.0 218.6 258.1

170.0 215.6 138.8 199.3 230.3

227.7 160.8 123.3 200.6 235.2

167.5 174.2 121.8 190.9 206.2

57.7 -54.8 -15.5 1.3 4.9

60.2 -13.4 1.5 9.7 29.0

注１　日照時間とは直射日光が地表を照射した時間で、日照とは「直達日射量が0.12kW/㎡以上」とした。

注２　平年値は、1981年から2010年までの30年間の観測値の平均をもとに算出したものである。

30 （Ｂ）

平年 （Ｃ）

比較増減
対前年 (B)－(A)

対平年 (B)－(C)

84 5

29 （Ａ）

27

28

26

6 7

7 8

比較増減
対前年 (B)－(A)

4 5 6
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（単位 ： ℃）

年度最高

年度最低

年度平均

32.7 30.5 25.3 20.0 17.8 18.3 25.2 35.7

17.5 12.7 7.2 1.1 0.6 1.0 2.3 0.6

25.3 22.0 16.6 9.1 9.1 9.1 12.9 18.3

32.1 31.0 26.0 21.9 19.8 21.4 24.0 36.1

18.6 12.3 6.3 1.5 -5.3 1.2 1.8 -5.3

25.1 20.8 18.3 12.6 9.0 9.6 13.3 18.8

34.1 32.4 27.1 22.3 20.4 22.4 21.5 37.4

21.5 14.7 4.3 2.5 -0.3 0.6 3.5 -0.3

27.3 23.8 16.7 12.6 9.0 9.2 11.6 19.5

34.6 31.3 25.6 18.9 20.1 17.7 25.9 36.0

17.7 12.1 4.1 1.6 -1.2 -1.3 3.1 -1.3

25.7 22.4 15.3 8.7 7.6 8.2 14.5 18.6

33.7 29.5 25.2 24.5 19.4 20.1 23.2 36.3

19.1 11.4 6.4 1.9 0.6 2.1 5.2 0.6

26.4 20.1 16.0 12.2 9.6 11.3 13.6 19.4

26.1 21.2 15.9 10.6 8.5 9.8 12.5 18.6

-0.9 -1.8 -0.4 5.6 -0.7 2.4 -2.7 0.3

1.4 -0.7 2.3 0.3 1.8 3.4 2.1 1.9

0.7 -2.3 0.7 3.5 2.0 3.1 -0.9 0.8

0.3 -1.1 0.1 1.6 1.1 1.5 1.1 0.8

（資料：鹿児島地方気象台）

（単位 ： ｈ）

140.0 184.1 141.7 130.9 153.1 124.0 171.2 1,813.3

156.0 241.0 120.1 144.3 87.6 142.8 198.8 1,752.0

167.0 126.5 173.2 180.0 157.1 175.7 160.3 2,009.6

148.7 142.9 143.5 145.0 144.1 139.7 180.5 1,998.4

152.7 194.5 188.4 103.7 155.7 105.6 185.6 2,033.8

176.7 186.7 155.2 149.8 132.7 135.1 148.8 1,945.6

4.0 51.6 44.9 -41.3 11.6 -34.1 5.1 35.4

-24.0 7.8 33.2 -46.1 23.0 -29.5 36.8 88.2

（資料：鹿児島地方気象台）

39 10 12 1 2

3

計

29 11 12 1

11

10
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－ －

５．指定給水装置工事事業者・指定排水設備工事事業者数 

年度 
項目

指定給水装置工事事業者 

指定排水設備工事事業者 

注 各年度末の数 

－ 180 －



－ －

６．事業年表 

 年 一  般  事  項 水 道・工業用水 道 下  水  道  

享保８年 

(1723年) 

 当主島津継豊の命により冷水の湧水

(現冷水第一水源地)を城内に引水、

その余水を城下の一部に給水 

 

明治５年 

(1872年) 

 ７月 廃藩置県により冷水水道を県

に移管 

 

明治22年 ４月 鹿児島市制施行   

明治23年  ２月 冷水水道施設及び維持管理を

鹿児島県から鹿児島市に移管 

５月 鹿児島市飲水水道修築保存法

及び費用徴収規則を公布 

 

明治36年  10月 鹿児島市飲水水道規則を公布  

明治38年  ４月 冷水第一水源地改修工事竣工 

11月 城山配水池築造工事、冷水第

二水源地改修工事竣工 

 

明治39年  11月 冷水水道改良工事竣工式  

明治40年  ５月 鹿児島市飲水水道条例を公布  

明治44年 ９月 伊敷村の一部(草牟田)    

西武田村の一部(武)を

市域に編入 

  

大正２年 

(1913年) 

 ７月 近代水道布設のための上水道

委員会設置 

８月 鹿児島市水道使用条例の制定 

９月 近代水道布設計画認可申請 

 

大正４年  ３月 近代水道布設計画認可 

４月 水道事務所を開設 

９月 上之原配水池予定地で水道布

設工事の起工式 

 

大正５年  １月 山下町(現裁判所付近)に鉄管

検査所を開設 

 

大正８年 ９月 水道課新設 

 

10月 七窪水源地～上之原配水池間

の通水試験 

鹿児島市水道使用条例を公布 

11月 上之原配水池で通水式、本市

に近代水道が誕生 

 

  
大正９年 10月 伊敷村の一部(永吉、

原良、玉里)を市域に

編入 
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年 一  般  事  項 水 道・工業用水 道 下  水  道  

大正10年 

(1921年) 

 ４月 鉄管検査所を二之丸市役所構

内へ移転 

 

大正11年  ３月 近代水道創設工事竣工水道事

務所の廃止 

 

大正12年  12月 鹿児島市水道使用条例を公布  

大正13年  １月 水道使用料第１次改定  

大正14年  10月 南林寺町に鉄管検査所を移転  

昭和２年 

(1927年) 

 10月 第24回全国上水協議会総会を

鹿児島市公会堂で開催 

 

昭和９年 ８月 中郡宇村、西武田村、    

吉野村を市域に編入 

  

昭和12年 ６月 市庁舎落成   

昭和20年  ４月 水道使用料第２次改定 

８月 戦災により漏水率90％に達す 

 

昭和21年  ４月 水道使用料第３次改定 

10月 水道使用料第４次改定 

 

昭和22年  ４月 水道使用料第５次改定 

10月 水道使用料第６次改定 

 

昭和23年  ６月 水道使用料第７次改定  

昭和24年  １月 水道使用料第８次改定 

４月 吉野水道組合の水道施設を買

収 

水道会計が特別会計となる 

 

昭和25年 10月 伊敷村、東桜島村を市 

域に編入 

４月 水道課新庁舎を南林寺町鉄管

検査所構内に新築 

 

昭和26年 ４月 組織の改正により水道

課に下水道係を設置 

４月 水道使用料第９次改定 ３月 下水道事業調査費100万円

を予算計上 

  昭和27年 10月 初代管理者に緒方虎之    

助氏(助役兼任) 

組織の改正により水道

部発足 

10月 地方公営企業法施行に伴い、

水道事業に法の規定の全部を

適用 

９月 下水道築造工事に着手 

10月 地方公営企業法施行に伴

い、下水道事業に法の規定

の全部を適用 

12月 中央公民館において公共下

水道築造工事起工式 

昭和28年 １月 企業会計制度を実施 ４月 水道使用料第10次改定 11月 錦江処理場用地として甲突

川河口左岸の公有水面造成

に着工 
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年 一  般  事  項 水 道・工業用水 道 下  水  道  

昭和29年 

(1954年) 

 ４月 鹿児島市水道部指定水道工事

店制度が発足 

 

昭和30年 ７月 組織の改正により次長    

制を新設、下水道係を

下水道課に昇格 

 ４月 鹿児島市下水道条例施行 

11月 公共下水道通水式 

(錦江処理場) 

昭和33年 ６月 第２代管理者に河野良    

雄氏(前水道部次長) 

次長制廃止 

３月 水道法施行に伴い鹿児島市水

道使用条例を廃止し鹿児島市

給水条例を公布 

４月 水道料金第11次改定 

 

昭和35年 ７月 組織の改正により水道

部が水道局となる 

 ４月 下水道使用料第１次改定 

昭和36年  ４月 水道料金第12次改定  

昭和40年  ４月 河頭浄水場通水式  

昭和42年 ４月 水道事業会計から公共    

下水道事業会計を分離 

谷山市との合併 

５月 第３代管理者に越場三

郎氏(前建設部長) 

４月 谷山市水道事業を合併、谷山

市水道課は谷山営業所として

発足 

10月 指定水道・衛生工事店制度を

統合 

 

昭和43年 ４月 水道事業及び公共下水

道事業経営審議会を設    

置 

12月 水道料金第13次改定  

昭和44年 ７月 吉野営業所営業開始 10月 第38回日本水道協会全国総会

を鹿児島県体育館で開催 

６月 下水道使用料第２次改定 

昭和45年 ８月 組織の改正により企画

室を設置 

   

昭和46年  ４月 毎月検針を隔月検針制に変更     

料金徴収は納付制または集金

制となる 

12月 平川簡易水道事業を廃止し、

一部を水道事業に統合 

 

昭和47年  ８月  水道料金第14次改定 

10月 給水負担金制度の施行 

８月  工場排水にかかる水質使用

料の設定 

２号用地処理場処理開始 

昭和48年 ７月 組織の改正により局に

総務部、水道部、下水

道部を設置 

４月 水道料金を毎月徴収制から隔

月徴収制に変更 

６月 水道料金の口座振替制を実施 

４月 公共下水道事業受益者負担

金制度の施行 
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 年 一  般  事  項 水 道・工業用水 道 下  水  道  

昭和49年 

(1974年) 

４月 谷山営業所新庁舎落成 

５月 水道局章の制定 

 ３月 南部処理場脇田分場処理開

始 

昭和50年 ７月  第４代管理者に原田徳

郎氏(前環境保全局長) 

３月  滝之神浄水場通水式 

12月 水道料金第15次改定 

給水負担金第１次改定 

12月 下水道使用料第３次改定 

昭和51年 ６月 水道局庁舎落成式   

昭和53年  ５月 渇水対策本部を設置 

              (6.23解散） 

10月 水道料金第16次改定 

給水負担金第２次改定 

 

昭和54年 ７月 管理者に原田徳郎氏再

任 
５月 渇水対策本部を設置 

              (7.31解散) 

10月  南部処理場通水式 

昭和55年   10月 下水道使用料第４次改定 

昭和56年  ４月 水道料金第17次改定 

給水負担金第３次改定 

９月 万之瀬川導水について、万之

瀬川流域水利用協議会、鹿児

島県及び鹿児島市の間に｢万

之瀬川取水協定｣を締結 

４月 下水汚泥堆肥化場運転開始 

昭和57年 ８月 組織の改正により企画    

室を総務部に吸収し、

水道部に「浄水場」を

設置、下水道部に「処

理場」を設置 

９月 水道史編さん準備室を    

設置 

  

  

昭和58年 ７月 第５代管理者に福留達    

夫氏(前教育委員会次

長) 

  

昭和59年  ９月 水道料金第18次改定 

 (資金ベースから損益ベースへ移行) 

給水負担金第４次改定 

９月 下水道使用料第５次改定 

(資金ベースから損益ベースへ移行) 

昭和60年 ７月 第６代管理者に山下清

治氏(前経済局長) 

  

昭和62年 ４月 集金委託業務の廃止   

昭和63年   10月 鹿児島開発事業団から１号

用地処理場を移管 

平成元年 

(1989年) 

４月 消費税課税（３％） 

７月 第７代管理者に岩下勉    

氏(前経済局長) 

６月 万之瀬川導水事業完成 

平川浄水場通水式 

 

平成２年 ４月 組織の改正により総務

部等の再編を行う 
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 年 一  般  事  項 水 道・工業用水 道 下  水  道  

平成３年 

(1991年) 

 ４月  水道料金第19次改定  

平成５年 １月 水道料金等管理システム

（汎用コンピュ－タ）稼

働開始 

   ハンディーターミナルに

よる検針開始 

７月 第８代管理者に西小野昭

雄氏(前総務局長) 

８月 集中豪雨により上下水道

施設に被害を受ける 

(８・６水害) 

  

平成６年 ４月 長沙市の研修生を初めて

受け入れる 

９月 福岡市の渇水に給水応援

隊(４人)を派遣 

  

平成７年 １月 阪神淡路大震災 

４月 組織の改正により料金課

を収納課と営業課に分

課、吉野・谷山営業所を

廃止し、事務所とする 

   受益者負担金管理システ

ム稼動 

７月 第９代管理者に中村忍氏

(前総務局長) 

      水道モニタ－制度発足 

12月  九州九都市災害時相互応

援に関する協定締結 

１月 水道料金第20次改定 

(消費税３％転嫁を含む) 

阪神・淡路大震災に給水応

援隊を派遣 

１月 下水道使用料第６次改定 

(消費税３％転嫁を含む) 

平成８年 ４月 業務手当の廃止、職員に

よる休日受付業務の廃止 

12月  市住民情報オンラインシ

ステムと接続 

  

 

平成９年 ４月 財務会計システム稼働       

給与の口座振込の開始    

消費税改訂（３％→

５％） 

４月  水道料金第21次改定 

(消費税５％転嫁のみ) 

10月  岡之原団地専用水道を編入 

４月 下水道使用料第７次改定 

(消費税５％転嫁のみ) 

６月 社団法人日本下水道協会の

会長に赤崎義則市長が就任 

平成10年 ４月 指定工事店制度の改正 

９月  水道局ホームページの開

設 

６月 川辺ダム定礎式 ６月 社団法人日本下水道協会の

会長に赤崎義則市長が再任

(平成12年6月迄) 

平成11年 ４月  排水設備工事責任技術者

の県統一登録制度等の開

始 

７月  管理者に中村忍氏再任 
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年 一  般  事  項 水 道・工業用水 道 下  水  道  

平成12年 

（2000年） 

４月  管工事協同組合と災害時に

おける応急復旧に関する協

定締結 

６月 水道応急・維持管理セン

ター開所 

４月  下水道使用料第８次改定 

５月  谷山処理場通水 

９月  建設大臣賞 

｢甦る水 百選｣の受賞 

 

平成13年 

 

４月 組織改正により総務部水道

部の再編及び課の名称変更

等を行う 

６月 吉野・谷山事務所を廃止

し、所管の業務を本局に一

元化する  

12月 鹿児島市下水道事業協同組

合と災害時における応急復

旧に関する協定締結 

  

平成14年 ３月 水道局初の低公害車(天然

ガス車)の導入 

８月 低公害車（ハイブリッド

車）の導入 

８月 皇徳寺ニュータウン専用

水道を編入 

８月 皇徳寺ニュータウン下水

道施設の移管を受ける 

平成15年 ７月 管理者に中村忍氏再任 ４月 川辺ダム供用開始  

平成16年 11月 吉田町、桜島町、喜入町、

松元町、郡山町を市域に編

入 

11月 工業用水道事業の引継   

平成17年 ６月 第10代管理者に園田太計夫

氏（前建設局長） 

９月 台風で被害を受けた宮崎市

へ応援給水を実施 

４月 平成16年11月1日に合併し

た５地域の簡易水道事業

を水道事業へ統合 

  

平成18年 ４月 給排水台帳ファイリングシ

ステムを稼動 

８月 県建設業協会及び管工事協

同組合と災害時における応

急復旧に関する協定締結 

４月 給水条例一部改正条例の

施行（消滅時効が完成し

た水道料金債権の５年で

の放棄） 

  

平成19年  ４月 水道料金の口座振替者へ

の毎月振替の開始 

12月 七窪水源地が(社)土木学

会の「選奨土木遺産」に

認定 

４月 下水道使用料の口座振替

者への毎月振替の開始 

 

平成20年  ４月 水道料金のコンビニ収納

の開始 

10月 広報用としてペットボト

ル水製造(15,000本) 

11月 乙女塚・婦ノ木連絡管の

完成 

４月 下水道使用料のコンビニ

収納の開始 

平成21年 ６月 管理者に園田太計夫氏再任 ４月 水道ビジョンを策定 

11月 近代水道創設90周年記念

写真展(市役所市民ホー

ル) 

４月  公共下水道事業区域外流

入分担金制度の施行 
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年 一  般  事  項 水 道・工業用水 道 下  水  道 

平成22年 

(2010年) 
 10月  奄美大島豪雨災害被災地に

応急資機材の輸送 

３月 錦江処理場甲系・２号用地

処理場廃止 

平成23年 

 

３月 東日本大震災 

６月 第11代管理者に松山芳英氏

（前総務局長） 

３月 東日本大震災被災地（宮城

県宮城郡利府町）に給水応

援隊を派遣 

 

平成24年 ３月 上下水道事業経営計画を策

定 

10月 水道料金の基本料金日割計

算の開始 

10月 下水道使用料の基本料金日

割計算の開始 

平成25年 ４月 未収金の法的整理体制の強

化（2名増員） 

３月 滝之神浄水場のろ過池等に

降灰対策として覆蓋を設置 

４月 水道の布設工事監督者の配

置及び資格並びに水道技術

管理者の資格の基準に関す

る条例の施行 

７月 かごしまのおいしい水ＰＲ

事業（48,000本：かごしま

銘水めぐり 七窪の水・冷

水の水） 

４月 公共下水道の構造の技術上

の基準等に関する条例の施

行 

８月 ｢下水道展かごしま｣の開始 

平成26年 ４月 新財務会計システム稼働 

   消費税改訂（５％→８％） 

平成２６年度予算・決算か

ら新会計基準の適用 

４月 水道料金第22次改定 

（消費税８％転嫁のみ） 

工業用水道料金第1次改定 

（内税方式から外税方式に

改め、消費税８％を転嫁し

たのみ） 

４月 下水道使用料第９次改定 

（消費税８％転嫁のみ） 

平成27年 １月 新水道料金等システム稼働 

   新受益者負担金管理システ

ム稼動 

３月 水道局ホームページのリ

ニューアル 

６月 管理者に松山芳英氏再任 

３月 松元春山送水施設の完成  

平成28年 ４月 熊本地震 

10月 県建設業協会谷山支部と災

害時における応急復旧に関

する協定締結 

３月 鉛製給水管取替事業の終了 

４月 熊本地震被災地（熊本市、

宇城市、益城町、南阿蘇

村）に応急給水隊、応急復

旧隊等を派遣 

３月 南部処理場脇田分場及び   

１号用地処理場廃止 

環境学習用小水力発電の運

転開始(南部処理場) 

４月 熊本地震被災地（益城町）

に下水道災害復旧にかかる

一時調査隊を派遣 

８月 熊本地震被災地（益城町）

に下水道災害復旧にかかる

長期職員派遣 

平成29年 ４月 第12代管理者に秋野博臣氏

（前企画財政局長） 

３月 簡易水道等編入事業の終了  

平成30年 ４月 お客様料金センター開設 

７月 平成30年７月豪雨 

２月 河頭浄水場のろ過池等に降

灰対策として覆蓋を設置 

７月 平成30年７月豪雨被災地

（江田島市）に応急給水隊

を派遣 

 

平成31年 

(2019年) 

 ３月 水道ビジョンの見直し  
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７．関係法令                     （平成31年3月31日現在）  

（１）鹿児島市水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例 

昭和４２年４月２９日 

条例第１１３号 

(事業の設置) 

第１条 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下「法」という。）第４条の規定に基づき、

水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業を設置する。 

(法の適用) 

第２条 法第２条第３項及び地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号。以下「令」とい

う。）第１条第２項の規定に基づき、公共下水道事業に法の規定の全部を適用する。 

(経営の基本) 

第３条 水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、

公共の福祉を増進するように運営されなければならない。 

２ 水道事業の給水区域、給水人口及び１日最大給水量は、別表第１に定めるとおりとする。 

３ 工業用水道事業の給水区域及び１日最大給水量は、別表第２に定めるとおりとする。 

４ 公共下水道事業の排水及び処理区域、排水及び処理人口並びに１日最大処理水量は、別表第３

に定めるとおりとする。 

(組織) 

第４条 法第７条ただし書の規定に基づき、水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業を通じ

て水道事業及び公共下水道事業管理者（以下「管理者」という。）１人を置く。 

２ 法第１４条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、水道局を置く。 

３ 管理者は、水道局長とする。 

第５条 削除 

(重要な資産の取得及び処分) 

第６条 法第３３条第２項及び令第２６条の３の規定に基づき、予算で定めなければならない

資産の取得及び処分は、予定価格（適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあ

つては、その適正な見積価額)が、３０，０００，０００円以上の不動産若しくは動産の買入れ

若しくは譲渡（不動産の信託の場合を除き、土地については、１件５，０００平方メートル以上

のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。 

 (議会の同意を要する賠償責任の免除) 

第７条 法第３４条において準用する地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２

第８項の規定に基づき、職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、

当該賠償責任に係る賠償額が５００，０００円以上である場合とする。 

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等) 

第８条 法第４０条第２項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受
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領でその金額又はその目的物の価額が３０，０００，０００円以上のもの及び法律上本市の義務

に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が１，５００，０００円（交通事故に係るも

のにあつては、自動車損害賠償保障法（昭和３０年法律第９７号）に規定する保険金額の最高額

に１，５００，０００円を加えた額)以上のものとする。 

(業務状況説明書類の提出) 

第９条 管理者は、法第４０条の２第１項の規定に基づき、毎事業年度４月１日から９月３０日ま

での業務の状況を説明する書類を１１月３０日までに、１０月１日から３月３１日までの業務の

状況を説明する書類を５月３１日までに市長に提出しなければならない。 

２ 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、１１月  

３０日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、５月３１日までに提出する書

類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしな

ければならない。 

(1) 事業の概況 

(2) 経理の状況 

(3) 前各号に掲げるもののほか、経営の状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項 

３ 天災その他やむを得ない事故により、第１項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する

書類を提出することができない場合においては、管理者はできるだけ速やかにこれを提出しなけ

ればならない。 

別表第１ 水道事業 

給水区域 給水人口 １日最大給

水量 

鹿児島市の区域内並びに姶良市及び日置市の各一部。ただし、鹿児島

市の次の区域を除く。 

西陵一丁目、西陵二丁目、西陵三丁目、西陵四丁目、西陵五丁目、

西陵六丁目、西陵七丁目、西陵八丁目及び平田町の全部 

吉野町、小山田町、皆与志町、野尻町、持木町、東桜島町、古里町、

有村町、黒神町、高免町、五ヶ別府町、中山町、上福元町、下福元町、

平川町、東佐多町、西佐多町、本城町、本名町、宮之浦町、桜島赤水

町、桜島横山町、桜島小池町、桜島赤生原町、桜島武町、桜島藤野町、

桜島西道町、桜島松浦町、桜島二俣町、桜島白浜町、新島町、喜入瀬々

串町、喜入中名町、喜入町、喜入一倉町、喜入前之浜町、喜入生見町、

上谷口町、福山町、直木町、入佐町、春山町、石谷町、四元町、郡山

岳町、有屋田町、西俣町、郡山町、油須木町、花尾町、東俣町及び川

田町の各一部 

586,200人 

 

220,800 立

方メートル 

 

－ 189 －



－ －

別表第２ 工業用水道事業 

給水区域 1日最大給水量 

喜入一倉町の一部 1,680立方メートル 

別表第３ 公共下水道事業 

排水及び処理区域 排水及び処

理人口 

１日最大処

理水量 

鹿児島市の区域内。ただし、次の区域を除く。 

犬迫町、小山田町、野尻町、持木町、東桜島町、古里町、有村町、

黒神町、高免町、平川町、七ツ島二丁目、東佐多町、西佐多町、本城

町、本名町、宮之浦町、牟礼岡一丁目、牟礼岡二丁目、牟礼岡三丁目、

桜島赤水町、桜島横山町、桜島小池町、桜島赤生原町、桜島武町、桜

島藤野町、桜島西道町、桜島松浦町、桜島二俣町、桜島白浜町、新島

町、喜入瀬々串町、喜入中名町、喜入町、喜入一倉町、喜入前之浜町、

喜入生見町、上谷口町、福山町、直木町、入佐町、春山町、石谷町、

松陽台町、四元町、平田町、郡山岳町、有屋田町、西俣町、郡山町、

油須木町、花尾町、東俣町及び川田町の全部 

岡之原町、花野光ヶ丘一丁目、花野光ヶ丘二丁目、緑ヶ丘町、川上

町、下田町、吉野町、吉野二丁目、大明丘一丁目、坂元町、東坂元三

丁目、東坂元四丁目、西坂元町、清水町、皷川町、池之上町、稲荷町、

上竜尾町、冷水町、長田町、平之町、照国町、城山町、新照院町、草

牟田一丁目、草牟田二丁目、玉里町、玉里団地二丁目、永吉三丁目、

明和一丁目、明和三丁目、明和四丁目、明和五丁目、原良町、原良四

丁目、原良五丁目、原良六丁目、原良七丁目、常盤町、常盤一丁目、

常盤二丁目、武二丁目、武三丁目、唐湊一丁目、唐湊二丁目、唐湊三

丁目、田上台一丁目、郡元町、南郡元町、南新町、日之出町、紫原一

丁目、紫原二丁目、紫原六丁目、田上町、田上一丁目、田上五丁目、

田上六丁目、田上七丁目、田上八丁目、広木二丁目、西別府町、武岡

一丁目、武岡四丁目、武岡五丁目、武岡六丁目、西陵一丁目、西陵五

丁目、西陵七丁目、西陵八丁目、伊敷町、伊敷五丁目、伊敷六丁目、

伊敷七丁目、伊敷八丁目、伊敷台四丁目、伊敷台七丁目、西伊敷二丁

目、西伊敷四丁目、西伊敷五丁目、西伊敷六丁目、西伊敷七丁目、千

年二丁目、下伊敷町、下伊敷二丁目、小野町、小野一丁目、小野二丁

目、小野三丁目、小野四丁目、皆与志町、五ヶ別府町、皇徳寺台一丁

目、皇徳寺台二丁目、皇徳寺台三丁目、皇徳寺台四丁目、皇徳寺台五

丁目、星ヶ峯一丁目、星ヶ峯二丁目、星ヶ峯三丁目、星ヶ峯四丁目、

星ヶ峯五丁目、山田町、中山町、中山一丁目、自由ヶ丘一丁目、桜ヶ

丘三丁目、桜ヶ丘五丁目、東谷山六丁目、東谷山七丁目、上福元町、

希望ヶ丘町、清和一丁目、清和三丁目、下福元町、慈眼寺町、坂之上

七丁目、坂之上八丁目、光山二丁目及び七ツ島一丁目の各一部 

468,000人 212,200立

方メートル 
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（２）鹿児島市給水条例 

昭和４３年１１月２９日 

条例第４３号 

目次 

第１章 総則（第１条～第３条） 

第２章 給水装置の新設等（第４条～第７条） 

第３章 給水（第８条～第１４条） 

第４章 料金、給水負担金、工事負担金及び手数料（第１５条～第２７条の２） 

第５章 管理（第２８条～第３４条） 

第６章 貯水槽水道（第３５条・第３６条） 

第７章 補則（第３７条） 

付則 

第１章 総則 

 (趣旨) 

第１条 この条例は、鹿児島市水道事業の給水についての料金及び給水装置の工事の費用負担その

他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。 

 (給水装置の定義) 

第２条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために鹿児島市水道事業及び

公共下水道事業管理者（以下「管理者」という。）の施設した配水管から分岐して設けられた給水

管及びこれに直結する給水用具をいう。 

 (給水装置の種別) 

第３条 給水装置は、次の３種に区分する。 

(1) 専用給水装置（１世帯又は１か所で専ら使用するもの） 

(2) 共用給水装置(屋外に設置し、２世帯以上で共同して使用するもの) 

(3) 私設消火栓(消防用に使用するもの) 

第２章 給水装置の新設等 

 (給水装置の新設等の申込み) 

第４条 給水装置の新設、改造、修繕（水道法（昭和３２年法律第１７７号。以下「法」という。）

第１６条の２第３項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。）又は撤去をしよう

とする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、修繕に

ついては、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。 

 (新設等の費用負担) 

第５条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置の新設、改造、修繕

又は撤去をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、管

理者においてその費用を負担することができる。 

 (工事の施行) 
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第６条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第１６条の２第１項の指定をした者（以下「指定

給水装置工事事業者」という。）が施行する。 

２ 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理

者の設計審査（使用材料の確認を含む。）を受け、かつ、工事しゆん工後に管理者の工事検査を受

けなければならない。 

３ 第１項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の

同意書等の提出を求めることができる。 

４ 給水装置工事の施行及び指定給水装置工事事業者の指定について必要な事項は、管理者が別に

定める。 

 (給水管及び給水用具の指定) 

第６条の２ 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧

を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道

メーター（以下「メーター」という。）までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具

について、その構造及び材質を指定することができる。 

２ 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口

からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。 

３ 第１項の規定による指定の権限は、法第１６条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給

水の停止のために認められたものと解釈してはならない。 

 (管理人及び代表者) 

第７条 給水装置の所有者（以下「所有者」という。）が本市内に居住しないとき又は管理者が必要

と認めたときは、所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、本市内に居住する

管理人を置かなければならない。 

２ 水道の使用者（以下「使用者」という。）は、共用給水装置を使用するとき又は管理者が必要と

認めたときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、使用者のうちから代表者を選定

しなければならない。 

３ 管理者は、第１項の管理人又は前項の代表者を不適当と認めたときは、これを変更させること

ができる。 

第３章 給水 

 (給水の原則) 

第８条 管理者は、非常災害、水道施設の損傷その他特別な理由又は法令若しくはこの条例の規定

による場合のほか、給水を制限し、又は停止しないものとする。 

２ 管理者は、給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都

度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。 

３ 給水を制限し、又は停止したために使用者、所有者、管理人又は代表者（以下「使用者等」と

いう。）に損害が生じることがあつても、管理者はその責めを負わない。 

 (給水契約の申込み) 
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第８条の２ 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申

し込み、その承認を受けなければならない。 

 (計量制の原則) 

第９条 使用水量は、メーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、

この限りでない。 

(メーターの設置及び保管) 

第１０条 メーターは、管理者が設置し、使用者等に保管させるものとする。 

２ メーターの設置に要する費用は、管理者の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、

これを所有者の負担とすることができる。 

３ メーターは、給水装置又は受水槽から各戸の給水栓までの給水に用いる設備（以下「受水槽以

下設備」という。）に設置し、その位置は、管理者が指定する。 

４ 共同住宅の各戸の給水装置又は受水槽以下設備へのメーターの設置は、所有者から申込みがあ

り、管理者が定める基準に適合していると認める場合に限り行うものとする。設置されたメーター

（以下「各戸メーター」という。）の数若しくは口径の増加又は撤去についても、同様とする。 

５ 使用者等は、その保管するメーター及びその付近を常に清潔に、かつ、検針しやすい状態に保

持しなければならない。 

６ 使用者等が、その責めに帰すべき理由により、管理者の設置したメーターを亡失し、又は損傷

した場合においては、管理者にその損害を賠償しなければならない。 

 (私設消火栓の使用) 

第１１条 私設消火栓は、消火又は消防演習のほか、これを使用することができない。 

２ 私設消火栓を消防演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いのうえ、行わなけれ

ばならない。 

 (使用者等の届出義務) 

第１２条 使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければなら

ない。 

(1) 水道の使用をやめるとき。 

(2) 給水装置の用途を変更するとき。 

(3) 私設消火栓を消防演習に使用するとき。 

２ 使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。 

(1) 代表者又は管理人を選定したとき。 

(2) 使用者等の氏名又は住所に変更があつたとき。 

(3) 私設消火栓を消火に使用したとき。 

(4) 共用給水装置の使用世帯数に変更があつたとき。 

 (使用者等の給水装置の管理責任) 

第１３条 使用者等は、水が汚染し、又は漏水しないように善良な管理者の注意をもつて給水装置

を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。 
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２ 前項の場合において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、使用者等の負担と

する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。 

３ 第１項の管理義務を怠つたために生じた損害は、使用者等の責任とする。 

 (給水装置及び水質の検査) 

第１４条 給水装置又は供給する水の水質について使用者等から検査の請求があつたときは、管理

者は検査を行い、その結果を請求者に通知する。 

２ 前項の検査において特別の費用を要したときは、請求者からその実費額を徴収する。 

第４章 料金、給水負担金、工事負担金及び手数料 

 (料金の徴収) 

第１５条 水道料金（以下「料金」という。）は、水道の使用者等から徴収する。 

 (料金) 

第１６条 料金は、１か月について次の表に掲げる種別、用途及び口径別等の区分に従い、基本料

金と、使用水量等に応じて算出した従量料金との合計額に１００分の１０８を乗じて得た額（そ

の額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。 

※次表略す（96ページ参照） 

２ 前項に該当しない料金は使用水量に１立方メートルについて４３５円を乗じて算出した額に 

１００分の１０８を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て

た額）とする。 

 (料金表の適用) 

第１７条 共用給水装置の使用水量は、各世帯均等とみなす。 

２ 前条第１項の表に定める用途の適用基準については、管理者が別に定める。 

３ メーターの設置されていない給水装置に係る料金は、当該給水装置の引込管の口径をメーター

の口径とみなし、前条第１項の表を適用する。 

 (定例日) 

第１８条 管理者は、料金の算定の基準日として、使用者ごとに毎月の定例日を定める。 

 (料金の算定) 

第１９条 管理者は、隔月の定例日に使用水量を計量し、その使用水量をもつて、その計量した日

の属する月分及びその前月分の料金を算定する。この場合において、使用水量は、各月均等とみ

なす。 

２ 管理者は、必要と認めたときは、定例日以外の日に使用水量を計量し、その使用水量をもつて

料金を算定することができる。 

３ 水道の使用を休止し、若しくは廃止したとき又は臨時に水道を使用したときは、その都度、使

用水量を計量し、その使用水量をもつて料金を算定する。 

 (特別な場合における料金の算定) 

第２０条 料金算定の基準となる月の中途において、水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止

し、又は現に休止しているその使用を再開したときの基本料金は、管理者が別に定めるところに
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より日割りにより算定する。ただし、同一と認められる使用者が水道の使用の開始、休止等を繰

り返す等の場合であつて、継続して使用していると管理者が認めるときは、この限りでない。 

２ 料金算定の基準となる月の中途において、給水装置の種別若しくは用途又はメーターの口径を

変更したときの料金は、使用日数の多い方の種別若しくは用途又はメーターの口径の料金により

算定する。ただし、その使用日数が同じであるときは、変更後の種別若しくは用途又はメーターの

口径の料金により、これを算定する。 

第２１条 管理者は、共同住宅の各戸の使用者であつて、管理者の定める基準に適合しているもの

については、当該共同住宅に設置されているメーターの口径の大きさにかかわらず、申請によつ

て各戸の使用者が使用する給水装置のメーターの口径の大きさを１３ミリメートルとみなして料

金を算定することができる。この場合における各戸の使用者の使用水量は、均等とみなす。 

（使用水量の認定） 

第２２条 管理者は、次の各号の一に該当する場合は、使用水量を認定する。 

(1) メーターに異状があつたとき。 

(2) 天災その他特別な理由により、メーターを検針することができないとき。 

(3) 料率の異なる２種以上の用途に水道を使用するとき。 

(4) その他使用水量が不明のとき。 

 (料金の徴収方法) 

第２３条 料金は、納付制、口座振替制又は集金の方法により、隔月徴収する。ただし、管理者は、

必要と認めたときは、毎月又は随時に、これを徴収することができる。 

 (徴収後の料金の増減) 

第２４条 料金徴収後、その料金に増減を生じたときは、その差額を追徴又は還付する。この場合、

次回以後の料金で精算することができる。 

 (給水負担金) 

第２５条 給水装置の新設又は改造の工事（次項に規定する工事及び第３項に規定する各戸メー

ターの新設等に伴う工事を除く。）をしようとする者は、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、当

該工事により給水装置に設置されるメーターについて当該各号に定める額に１００分の１０８を

乗じて得た額を給水負担金として納入しなければならない。 

(1) 給水装置の新設 次表左欄に掲げるメーターの口径の区分に応じ、同表右欄に定める額 

メーターの口径 金額 

13ミリメートル 70,000円 

20ミリメートル 160,000円 

25ミリメートル 250,000円 

30ミリメートル 390,000円 

40ミリメートル 760,000円 

50ミリメートル 1,400,000円 

75ミリメートル 3,600,000円 

100ミリメートル 7,100,000円 

150ミリメートル以上 管理者が別に定める額 

(2) 給水装置の改造 当該改造の工事により設置されるメーターに係る前号に定める額から当
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該改造の工事前に設置されていたメーターに係る前号又は次項第１号に定める額を差し引い

た額 

２ 受水槽を設置しており、又は設置しようとする場合において、給水装置の新設又は改造の工事

（次項に規定する各戸メーターの新設等に伴う工事を除く。）をしようとする者は、次の各号に掲

げる工事の区分に応じ、当該工事により給水装置に設置されるメーター（メーターに変更がない

ときは、現に設置されているメーター）について当該各号に定める額に１００分の１０８を乗じ

て得た額を給水負担金として納入しなければならない。ただし、管理者が特に認める工事に係る

給水負担金の額については、前項の規定による額とする。 

(1) 給水装置の新設 前項第1号の表左欄に掲げるメーターの口径の区分に応じ、同表右欄に定

める額に１００分の１５０を乗じて得た額 

(2) 給水装置の改造 当該改造の工事により設置されるメーター(メーターに変更がないときは、

現に設置されているメーター)に係る前号に定める額から当該改造の工事前に設置されていた

メーターに係る前項第１号又は前号に定める額を差し引いた額 

３ 共同住宅の各戸メーターの新設、数若しくは口径の増加又は撤去（以下「各戸メーターの新設

等」という。）の申込みをしようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額

に１００分の１０８を乗じて得た額を給水負担金として納入しなければならない。 

(1) 各戸メーターの新設 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ア 給水装置の新設を伴う場合 当該新設される各戸メーターについて第１項第１号の表左欄

に掲げるメーターの口径の区分に応じ、同表右欄に定める額の合計額 

イ ア以外の場合 当該新設される各戸メーターに係るアに定める額から当該新設前に給水装

置に設置されていたメーターに係る第１項第１号若しくは前項第１号に定める額又は設置さ

れていた各戸メーターに係るアに定める額を差し引いた額 

(2) 各戸メーターの数又は口径の増加 当該増加後におけるすべての各戸メーターに係る前号

アに定める額から当該増加前において設置されていた各戸メーターに係る前号アに定める額

を差し引いた額 

(3) 各戸メーターの撤去 当該撤去後に給水装置に設置されるメーター(メーターに変更がな

いときは、現に設置されているメーター)に係る第１項第１号又は前項第1号に定める額から

当該撤去前において設置されていた各戸メーターに係る第１号アに定める額を差し引いた額 

４ 前３項の給水負担金は、工事の申込み又は各戸メーターの新設等の申込みの際納入しなければ

ならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。 

５ 既納の給水負担金は還付しない。ただし、工事着手前に申込みを取り消した場合には還付する

ことがある。 

６ メーターの設置のない給水装置の新設又は改造の工事に係る第１項及び第２項の給水負担金の

算定においては、給水装置の引込管の口径をメーターの口径とみなす。 

 (工事負担金) 

第２６条 管理者は、住宅団地の造成その他による新たな給水の申込みに応ずるため、配水管その
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他の水道施設（以下「配水管等」という。）の設置されていない場合（配水管等が設置されていて

も、その能力が限界に達している場合を含む。）に新たな配水管等の設置を必要とするときは、当

該工事申込者から工事負担金を徴収することができる。 

２ 工事負担金の額は、管理者が別に定めるところにより、当該配水管等の設置及び能力の増強に

要する費用とこれらに付随する費用との合計額に１００分の１０８を乗じて得た額（その額に１

円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。 

３ 工事負担金は、前納しなければならない。 

４ 前条第５項の規定は、工事負担金について準用する。 

 (手数料) 

第２６条の２ 管理者は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申込者から申込みの際、当

該各号に定める額の手数料を徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者から

は、申込み後、徴収することができる。 

(1) 第６条第１項の規定による指定 １件につき １３，０００円 

(2) 第６条第２項の規定による設計審査（使用材料の確認を含む。） 次の表に掲げる額 

種別 

メーターの口径 

給水装置の新設又は改造に係る
設計審査 

給水装置の修繕又は撤去に係る
設計審査 

20ミリメートル以下 1件につき 3,300円 1件につき 800円 

25ミリメートル以上40ミ
リメートル以下 

1件につき 4,100円 
 

50ミリメートル以上 1件につき 4,900円 

備考 メーターの設置を伴わない給水管の新設又はメーターが設置されていない給水管の改造に

係る設計審査にあつては、引込管の口径をメーターの口径とみなす。 

(3) 第６条第２項の規定による工事検査 次の表に掲げる額 

種別 

メーターの口径 
給水装置の新設又は改造に係る
工事検査 

給水装置の修繕又は撤去に係る
工事検査 

20ミリメートル以下 1件につき 4,900円 1件につき 800円 

25ミリメートル以上40ミ
リメートル以下 

1件につき 5,800円 
 

50ミリメートル以上 1件につき 6,600円 

備考 

1 メーターの設置を伴わない給水管の新設又はメーターが設置されていない給水管の改造に

係る工事検査にあつては、引込管の口径をメーターの口径とみなす。 

2 給水装置の新設又は改造に係る工事検査のうち、現地確認を要しない工事検査については、

1件につき800円とする。 

 (料金等の減免) 

第２７条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納入しな

ければならない料金、給水負担金、工事負担金及び手数料を減額し、又は免除することができる。 

 (料金の支払請求権の放棄) 

第２７条の２ 管理者は、料金の支払請求権のうち消滅時効が完成したものについて、消滅時効の

援用がなく、かつ、当該消滅時効の起算日から５年を経過したときは、これを放棄することがで

きる。 
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第５章 管理 

 (給水装置の検査) 

第２８条 管理者は、水道の管理上必要と認めたときは、給水装置を検査し、使用者等に適切な措

置を指示することができる。 

２ 前項の措置に要する費用は、使用者等の負担とする。 

 (給水装置の変更) 

第２９条 管理者は、配水管の移転その他特別な理由によつて、給水装置に変更を加える工事を必

要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。 

２ 前項の工事に要する費用は、配水管の移転等の原因者において負担するものとする。 

 (給水装置の基準違反に対する措置) 

第２９条の２ 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令（昭和

３２年政令第３３６号）第５条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないとき

は、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、

その者に対する給水を停止することができる。 

２ 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工

事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止

することができる。ただし、法第１６条の２第３項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変

更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したとき

は、この限りでない。 

(給水装置の切離し) 

第３０条 管理者は、次の各号の一に該当する場合において、水道の管理上必要と認めたときは、

給水装置を切り離すことができる。 

(1) 所有者が６０日以上所在不明で、かつ、使用者がいないとき。 

(2) 給水装置が使用中止の状態であつて、将来使用の見込みがないと認められるとき。 

２ 前項各号にあつては、所有者にその旨を通知し、通知を発した日から３０日を経過したときは、

給水装置を切り離すことができる。この場合、所有者の所在不明等の理由により通知することが

できないときは、公示をもつて通知に代えることができる。 

 (給水の停止) 

第３１条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用者に対して、その理由の継続する間、

給水を停止することができる。 

(1) この条例による管理者に対する納入金を納入しないとき。 

(2) 正当な理由がなくて、第１９条の計量又は第２８条の検査を拒み、又は妨げたとき。 

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発し

ても、なおこれを改めないとき。 

 (過料) 

第３２条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、５０，０００円以下の過料を科す
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ることができる。 

(1) 第４条の承認を受けないで給水装置の新設、改造、修繕（法第１６条の２第３項の厚生労働

省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。）又は撤去を行つた者 

(2) 第６条第１項の指定を受けないで、給水装置工事（法第１６条の２第３項の厚生労働省令で

定める給水装置の軽微な変更を除く。）を施行した者 

(3) 正当な理由がなくて、第１０条第１項のメーターの設置、第２８条第１項の検査又は第３１

条の給水の停止を拒み、又は妨げた者 

(4) 第１０条第５項の管理義務を怠つたため、メーターを亡失し、又は損傷した者 

(5) 第１１条の規定に違反した者 

(6) 第１３条第１項の管理義務を怠つたため、水を汚染し、又は漏水させた者 

(7) 正当な理由がなくて、給水装置(メーターを含む。)を移動し、又は加工した者 

(8) 正当な理由がなくて、止水栓、制水弁等を開閉した者 

(9) 正当な理由がなくて、管理者の施した封かん、標識等を廃棄した者 

 (料金等を免れた者に対する過料) 

第３３条 市長は、詐欺その他不正な行為によつて料金又は第２６条の２の手数料の徴収を免れた

者に対して、その徴収を免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する金額が５万円を

超えないときは、５万円とする。）以下の過料を科することができる。 

第３４条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人

の業務に関して前２条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して

も各本条の過料を科することができる。 

第６章 貯水槽水道 

(貯水槽水道に関する管理者の責務) 

第３５条 管理者は、貯水槽水道（法第１４条第２項第５号に規定する貯水槽水道をいう。以下同

じ。）の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告

を行うことができるものとする。 

２ 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとす

る。 

 (貯水槽水道の設置者の責務) 

第３６条 貯水槽水道のうち簡易専用水道（法第３条第７項に規定する簡易専用水道をいう。以下

同じ。）の設置者は、法第３４条の２の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の

状況に関する検査を受けなければならない。 

２ 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理

し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。 

第７章 補則 

 (委任) 

第３７条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。 
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（３）鹿児島市下水道条例 

昭和４２年４月２９日 

条例第１２２号 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 排水設備等の新設等（第３条～第７条） 

第３章 公共下水道の使用（第８条～第１５条） 

第４章 使用料及び手数料（第１６条～第２５条） 

第５章 雑則（第２６条～第２９条） 

第６章 罰則（第３０条～第３２条） 

付則 

第１章 総則 

 (趣旨) 

第１条 この条例は、鹿児島市（以下「市」という。）の公共下水道の管理及び使用について、下水

道法（昭和３３年法律第７９号。以下「法」という。）その他の法令に定めがあるもののほか、必

要な事項を定めるものとする。 

 (用語の定義) 

第２条 この条例における用語の意義は、次の各号に定めるもののほか、法第２条の例によるもの

とする。 

(1) 排水設備 法第１０条第１項に規定する排水設備で、市の管理する公共下水道に汚水を流入

させるため、これに直結して設けた排水管、排水渠その他の排水施設（屋内の排水管、これに

固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器等を含み、屎尿浄化槽を除く。)及び雨水を流

入させるために設けた施設をいう。 

(2) 除害施設 法第１２条第１項又は法第１２条の１１第１項に規定する除害施設をいう。 

(3) 特定事業場 法第１２条の２第１項に規定する特定事業場をいう。 

(4) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。 

(5) 水道 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第３条第１項に規定する水道で、市が設置する

ものをいう。 

(6) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。 

第２章 排水設備等の新設等 

 (排水設備の接続方法及び内径) 

第３条 排水設備の新設又は改造（以下「新設等」という。）を行おうとするときは、次の各号に定

めるところによらなければならない。 

(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設

備にあつては公共下水道の排水管、ます及びその他の排水施設（法第１１条第１項の規定によ
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り他人の排水設備を使用する場合又は同項の規定によらないでその排水設備の所有者の承諾を

得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共

ます等」という。)で汚水を排除すべき施設に、雨水を排除すべき排水設備にあつては公共ます

等で雨水を排除すべき施設に固着させること。 

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設

を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管

理者(以下「管理者」という。)の定めるところにより行うこと。 

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次

表に定めるところによること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除するため

の排水管で延長３メートル以下のものの内径は、７５ミリメートル以上とすることができる。 

排水人員(人) 150まで 150を超え300

まで 

300を超え600

まで 

600を超える

もの 

円形管内径(ミリメートル) 100以上 150以上 200以上 250以上 

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び排水渠の断面は、管理者が特別の理由があると認めた場

合を除き、次表に定めるところによること。ただし、一の敷地から排除される雨水を排除すべ

き排水管で延長が３メートル以下のものの内径は、７５ミリメートル以上とすることができる。 

排水面積 

(平方メートル) 

排水管内径 排水渠断面 

円形管内径 

(ミリメートル) 

半円管内径 

(ミリメートル) 

内のり 

(ミリメートル) 

深さ 

(ミリメートル) 

200まで 100以上 150以上 150以上 80以上 

200を超え600まで 150以上 200以上 200以上 100以上 

600を超えるもの 200以上 250以上 250以上 120以上 

 (公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等) 

第４条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設（排水設備及び法第２４条第１項の

規定により、その設置について許可を受けるべき排水施設を除く。）の新設をしようとするときは、

次の各号に定めるところによらなければならない。 

(1) 汚水は、公共ます等で汚水を排除すべき施設に、雨水は公共ます等で雨水を排除すべき施設

に流入させるように設けること。 

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。 

(3) 陶器、コンクリート、れんが、その他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のもの

とする措置を講ぜられていること。 

 (排水設備等の設置及び管理) 

第５条 排水設備又は排水施設（以下「排水設備等」という。）は、所有者、使用者又は占有者にお

いて設置し、及び管理するものとする。 

２ 所有者が本市内に居住しないとき又は管理者が必要と認めたときは、所有者は、この条例に定
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める一切の事項を処理させるため、本市内に居住する者を管理人として選定するものとする。 

３ 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。 

 (排水設備等の工事の申込み) 

第６条 排水設備等の新設等又は撤去をしようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承

認を得なければならない。 

 (排水設備等の工事の設計及び施行) 

第７条 排水設備等の工事の設計及び施行は、管理者又は排水設備等の工事に関し技能を有する者

として管理者が別に定める者が専属する事業者で管理者が指定したもの（以下「指定排水設備工

事事業者」という。）が行う。 

２ 前項の規定により指定排水設備工事事業者が排水設備等の工事の設計及び施行をする場合は、

あらかじめ管理者の設計審査（使用材料の確認を含む。）を受け、かつ、工事しゆん工後に管理者

の工事検査を受けなければならない。 

３ 排水設備等の工事の設計及び施行並びに指定排水設備工事事業者の指定について必要な事項は、

管理者が別に定める。 

第３章 公共下水道の使用 

 (除害施設の計画等の届出) 

第８条 除害施設の新設又は改良の工事を行おうとする者は、あらかじめその概要を明らかにする

図書を添付した計画書を管理者に届け出なければならない。 

２ 前項の計画書及びこれに添付した図書に記載した事項を変更しようとする場合においてもあら

かじめ変更する事項を管理者に届け出なければならない。 

３ 第１項の規定により届け出た除害施設の新設又は改良の工事が完了したときは、工事完了報告

書を管理者に届け出なければならない。 

 (特定事業場からの下水の排除の制限) 

第９条 特定事業場から下水を排除して公共下水道（終末処理場を設置しているものに限る。第  

１１条において同じ。）を使用する者は、次の各号に定める基準に適合しない水質の下水を排除し

てはならない。 

(1) 水素イオン濃度 水素指数５を超え９未満 

(2) 生物化学的酸素要求量 １リツトルにつき５日間に６００ミリグラム未満 

(3) 浮遊物質量 １リツトルにつき６００ミリグラム未満 

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量 

イ 鉱油類含有量 １リツトルにつき５ミリグラム以下 

ロ 動植物油脂類含有量 １リツトルにつき３０ミリグラム以下 

２ 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域（湖沼を除く。）に直接排除されたと

した場合においては、水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号）の規定による環境省令によ

り、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質より緩やかな水質の
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排水基準が適用されるときは、当該下水に係る前項に規定する水質の基準は、前項の規定にかか

わらず、その排水基準とする。 

 (除害施設の設置) 

第１０条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水（水洗便所から排除される汚水を除く。）を

継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。 

(1) 温度 ４５度未満 

(2) 水素イオン濃度 水素指数５を超え９未満 

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量 

イ 鉱油類含有量 １リツトルにつき５ミリグラム以下 

ロ 動植物油脂類含有量 １リツトルにつき３０ミリグラム以下 

(4) 沃素消費量 １リツトルにつき２２０ミリグラム未満 

第１１条 次に定める基準に適合しない下水（水洗便所から排除される汚水及び法第１２条の２第

１項又は第５項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。）を継続

して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。ただし、

第４号に掲げる項目について管理者が別に定めた場合は、この限りでない。 

(1) 下水道法施行令（昭和３４年政令第１４７号）第９条の４第１項各号に掲げる物質 それぞ

れ当該各号に定める数値。ただし、同条第３項に規定する場合においては、同項に規定する基

準に係る数値とする。 

(2) 温度 ４５度未満 

(3) 水素イオン濃度 水素指数５を超え９未満 

(4) 生物化学的酸素要求量 １リツトルにつき５日間に６００ミリグラム未満 

(5) 浮遊物質量 １リツトルにつき６００ミリグラム未満 

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量 

イ 鉱油類含有量 １リツトルにつき５ミリグラム以下 

ロ 動植物油脂類含有量 １リツトルにつき３０ミリグラム以下 

(7) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で条例により、当該公共下水道からの放流

水に関する排水基準が定められたもの(第４号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を

除く。) 当該排水基準に係る数値 

 (屎尿の排除の制限) 

第１２条 使用者は、屎尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければな

らない。 

 (公共下水道の使用の制限等) 

第１３条 管理者は、公共下水道の使用について、著しくその施設の機能を妨げ、若しくは妨げる

おそれがあり、又はその施設を損傷し、若しくは損傷するおそれがあると認めたときは、その者

に対し、期限を定めて排水設備等の構造、使用の方法若しくは下水の水質を改善することを命じ、
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又は排水設備等の使用若しくは当該下水の排除を一時停止することを命ずることができる。 

 (報告の徴収等) 

第１４条 管理者は、公共下水道を適正に管理するために必要な限度において除害施設の設置者及

び法第１２条の２第１項に規定する特定施設の設置者に対し、事業場等の状況、除害施設又はそ

の排除する下水の水質に関し必要な報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。 

 (使用の開始等の届出) 

第１５条 所有者、使用者又は管理人（以下「所有者等」という。）は、公共下水道の使用を開始し、

休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開するときは、あらかじめ管理者

に届け出なければならない。 

２ 所有者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。 

(1) 管理人を選定したとき。 

(2) 所有者等の氏名又は住所に変更があつたとき。 

３ 法第１２条の３、法第１２条の４又は法第１２条の７の規定による届出をした者は、第１項の

規定による届出をしたものとみなす。 

第４章 使用料及び手数料 

 (使用料の徴収) 

第１６条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から、その排除汚水量に応じて下水道使

用料（以下「使用料」という。）を徴収する。 

 (定例日) 

第１７条 管理者は、使用料の算定の基準日として、使用者ごとに毎月の定例日を定める。 

 (使用料の額) 

第１８条 使用料は、１か月について次の表に掲げる用途及び汚水種別の区分に従い、基本料金と、

排除汚水量に応じて算出した従量料金との合計額に１００分の１０８を乗じて得た額（その額に

１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。 

※次表略す（154ページ参照） 

２ 前項の規定にかかわらず、排除される汚水の水質が著しく悪いため、汚水の処理及び公共下水

道の維持に特別の費用を要すると認められるもので、規程で定める汚水の水質のものについては、

当該排除汚水量に１立方メートルについて１５３円の範囲内で規程で定める額を乗じて算出した

額に１００分の１０８を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り

捨てた額）を同項の使用料に加算するものとする。 

 (使用料の算定) 

第１９条 管理者は、隔月の定例日に排除汚水量を算出し、その排除汚水量をもつて、その日の属

する月分及びその前月分の使用料を算定する。この場合において、排除汚水量は、各月均等とみ

なす。 

２ 管理者は、必要があると認めたときは、定例日以外の日に排除汚水量を算出し、その排除汚水 

－ －

又は排水設備等の使用若しくは当該下水の排除を一時停止することを命ずることができる。 

 (報告の徴収等) 

第１４条 管理者は、公共下水道を適正に管理するために必要な限度において除害施設の設置者及

び法第１２条の２第１項に規定する特定施設の設置者に対し、事業場等の状況、除害施設又はそ

の排除する下水の水質に関し必要な報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。 

 (使用の開始等の届出) 

第１５条 所有者、使用者又は管理人（以下「所有者等」という。）は、公共下水道の使用を開始し、

休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開するときは、あらかじめ管理者

に届け出なければならない。 

２ 所有者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。 

(1) 管理人を選定したとき。 

(2) 所有者等の氏名又は住所に変更があつたとき。 

３ 法第１２条の３、法第１２条の４又は法第１２条の７の規定による届出をした者は、第１項の

規定による届出をしたものとみなす。 

第４章 使用料及び手数料 

 (使用料の徴収) 

第１６条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から、その排除汚水量に応じて下水道使

用料（以下「使用料」という。）を徴収する。 

 (定例日) 

第１７条 管理者は、使用料の算定の基準日として、使用者ごとに毎月の定例日を定める。 

 (使用料の額) 

第１８条 使用料は、１か月について次の表に掲げる用途及び汚水種別の区分に従い、基本料金と、

排除汚水量に応じて算出した従量料金との合計額に１００分の１０８を乗じて得た額（その額に

１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。 

※次表略す（156ページ参照） 

２ 前項の規定にかかわらず、排除される汚水の水質が著しく悪いため、汚水の処理及び公共下水

道の維持に特別の費用を要すると認められるもので、規程で定める汚水の水質のものについては、

当該排除汚水量に１立方メートルについて１５３円の範囲内で規程で定める額を乗じて算出した

額に１００分の１０８を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り

捨てた額）を同項の使用料に加算するものとする。 

 (使用料の算定) 

第１９条 管理者は、隔月の定例日に排除汚水量を算出し、その排除汚水量をもつて、その日の属

する月分及びその前月分の使用料を算定する。この場合において、排除汚水量は、各月均等とみ

なす。 

２ 管理者は、必要があると認めたときは、定例日以外の日に排除汚水量を算出し、その排除汚水

－ －

又は排水設備等の使用若しくは当該下水の排除を一時停止することを命ずることができる。 

 (報告の徴収等) 

第１４条 管理者は、公共下水道を適正に管理するために必要な限度において除害施設の設置者及

び法第１２条の２第１項に規定する特定施設の設置者に対し、事業場等の状況、除害施設又はそ

の排除する下水の水質に関し必要な報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。 

 (使用の開始等の届出) 

第１５条 所有者、使用者又は管理人（以下「所有者等」という。）は、公共下水道の使用を開始し、

休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開するときは、あらかじめ管理者

に届け出なければならない。 

２ 所有者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。 

(1) 管理人を選定したとき。 

(2) 所有者等の氏名又は住所に変更があつたとき。 

３ 法第１２条の３、法第１２条の４又は法第１２条の７の規定による届出をした者は、第１項の

規定による届出をしたものとみなす。 

第４章 使用料及び手数料 

 (使用料の徴収) 

第１６条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から、その排除汚水量に応じて下水道使

用料（以下「使用料」という。）を徴収する。 

 (定例日) 

第１７条 管理者は、使用料の算定の基準日として、使用者ごとに毎月の定例日を定める。 

 (使用料の額) 

第１８条 使用料は、１か月について次の表に掲げる用途及び汚水種別の区分に従い、基本料金と、

排除汚水量に応じて算出した従量料金との合計額に１００分の１０８を乗じて得た額（その額に

１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。 

※次表略す（156ページ参照） 

２ 前項の規定にかかわらず、排除される汚水の水質が著しく悪いため、汚水の処理及び公共下水

道の維持に特別の費用を要すると認められるもので、規程で定める汚水の水質のものについては、

当該排除汚水量に１立方メートルについて１５３円の範囲内で規程で定める額を乗じて算出した

額に１００分の１０８を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り

捨てた額）を同項の使用料に加算するものとする。 

 (使用料の算定) 

第１９条 管理者は、隔月の定例日に排除汚水量を算出し、その排除汚水量をもつて、その日の属

する月分及びその前月分の使用料を算定する。この場合において、排除汚水量は、各月均等とみ

なす。 

２ 管理者は、必要があると認めたときは、定例日以外の日に排除汚水量を算出し、その排除汚水
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量をもつて使用料を算定することができる。 

３ 公共下水道の使用を休止し、若しくは廃止したとき又は臨時に使用したときは、その都度、排

除汚水量を認定し、その排除汚水量をもつて使用料を算定する。 

 (特別な場合における使用料の算定) 

第２０条 使用料算定の基準となる月の中途において、公共下水道の使用を開始し、休止し、若し

くは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの基本料金は、管理者が別に定める

ところにより日割りにより算定する。ただし、同一と認められる使用者が公共下水道の使用の開

始、休止等を繰り返す等の場合であつて、継続して使用していると管理者が認めるときは、この

限りでない。 

２ 使用料算定の基準となる月の中途において、第１８条第１項の表の用途又は汚水種別に変更が

あつたときの使用料は、その使用日数の多い用途又は汚水種別の使用料により、算定する。ただ

し、その使用日数が同じであるときは、変更後の用途又は汚水種別の使用料により、これを算定

する。 

第２０条の２ 管理者は、アパート・マンシヨン等共同住宅の各世帯の使用者であつて、管理者の

定める基準に適合しているものについては、申請によつて各世帯の使用者の排除汚水量を均等と

みなして使用料を算定することができる。 

 (排除汚水量の算出方法) 

第２１条 排除汚水量の算出方法は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 水道の水を使用して汚水を排除する場合は、水道の使用水量とする。ただし、２人以上の使

用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用水量を確知することがで

きないときは、その使用水量は均等とみなす。 

(2) 井戸等水道以外の水を使用して汚水を排除する場合は、水の使用の態様を勘案して管理者が

認定する。 

(3) 氷製造業その他これに類する営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い排除

する汚水（第１８条第２項の規定の適用を受ける特定事業場から排除される汚水を除く。）の量

と著しく異なるものを営む使用者は毎月その月の排除汚水量及びその算出方法の根拠を記載し

た申告書をその月の定例日から７日以内に管理者に提出しなければならない。この場合におい

ては、前各号の規定にかかわらず、管理者はその申告書の記載事項を勘案してその使用者の排

除汚水量を認定する。 

 (排水設備の用途等の変更等) 

第２１条の２ 所有者等は、第１８条第１項の表の用途又は汚水種別を変更するときは、あらかじ

め管理者に届け出なければならない。 

２ 使用者が専ら水道の水を使用して汚水を排除している場合において、新たに井戸等水道以外の

水を使用して汚水を排除するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。現に井戸等

水道以外の水を使用して汚水を排除している場合において、排除汚水量の認定方法又は既に認定
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を受けている排除汚水量に変更を生ずるときもまた同様とする。 

 (資料の提出等) 

第２２条 管理者は、使用料を算定するために必要と認めたときは、使用者に対し適当な場所に排

除汚水量を測定するための計量装置を設置させ、又は水質の測定結果を記録するための水質測定

記録装置を設置させることができるほか、関係資料の提出を求めることができる。 

 (使用料の徴収方法) 

第２３条 使用料は、納付制、口座振替制又は集金の方法により、隔月徴収する。ただし、管理者

は、必要があると認めたときは、毎月又は随時に、これを徴収することができる。 

 (徴収後の使用料の増減) 

第２３条の２ 使用料徴収後、その使用料に増減を生じたときは、その差額を追徴又は還付する。

この場合、次回以後の使用料で精算することができる。 

 (使用料の前払い) 

第２４条 公共下水道を一時使用する場合において、管理者は、必要があると認めたときは、使用

料の概算額を前払いさせることができる。 

２ 前項の使用料の概算額は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があつたとき又は

管理者が必要と認めたときに精算する。 

 (手数料) 

第２４条の２ 管理者は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申込者から申込みの際、当

該各号に定める額の手数料を徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者から

は、申込み後、徴収することができる。 

(1) 第７条第１項の規定による指定 １件につき １４，０００円 

(2) 第７条第２項の規定による設計審査(使用材料の確認を含む。) 次の表に掲げる額 

種別 

1日当たり設計排除汚水量 

排水設備等の新設又は

改造に係る設計審査 

排水設備等の撤去に係

る設計審査 

10立方メートルまで 1件につき 3,300円 1件につき 800円 

10立方メートルを超え50立方メートルまで 1件につき 5,800円 

50立方メートルを超えるもの 1件につき 15,700円 

(3) 第7条第2項の規定による工事検査 次の表に掲げる額 

種別 

1日当たり設計排除汚水量 

排水設備等の新設又は

改造に係る工事検査 

排水設備等の撤去に係

る工事検査 

10立方メートルまで 1件につき 5,300円 1件につき 800円 

10立方メートルを超え50立方メートルまで 1件につき 10,700円 

50立方メートルを超えるもの 1件につき 18,200円 

備考 排水設備等の新設又は改造に係る工事検査のうち、現地確認を要しない工事検査について

は、1件につき800円とする。 
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 (使用料等の減免) 

第２５条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納入しな

ければならない使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。 

第５章 雑則 

 (行為の許可) 

第２６条 法第２４条第１項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる図面を添付して管理

者に申請しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。 

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。)を設ける場所を表示した平面図 

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面 

 (許可を要しない軽微な変更) 

第２７条 法第２４条第１項の「条例で定める軽微な変更」は、公共下水道の施設の機能を妨げ、

又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設置した物件（地上に存する部

分に限る。）に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を

設ける目的に付随して行うものとする。 

 (特別の必要による公共ます及び取付管の新設等) 

第２８条 管理者が使用者の特別の必要により公共下水道のます及び取付管の新設等を行つたとき

は、当該使用者は、管理者の定めるところにより、その新設等に要した費用の全部又は一部を負

担しなければならない。 

 (委任) 

第２９条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。 

第６章 罰則 

 (罰則) 

第３０条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、５０，０００円以下の過料を科すること

ができる。 

(1) 第６条の承認を受けないで排水設備等の工事を施行した者 

(2) 第７条第１項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を設計し、又は施行した者 

(3) 第８条第１項、第２項若しくは第３項又は第１５条第１項の規定による届出を怠つた者 

(4) 第１０条、第１１条又は第１２条の規定に違反した者 

(5) 第１３条の命令に従わなかつた者 

(6) 第１４条又は第２２条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者 

(7) 第６条の規定による申込み、第８条第１項、第２項若しくは第３項又は第１５条第１項の規

定による届出に係る資料、第２１条第３号の規定による申告書又は第１４条若しくは第２２条

の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した者 

(8) 第２６条の規定による許可を受けなかつた者 

 (使用料等を免れた者に対する過料) 

－ 207 －



－ －

第３１条 市長は、詐欺その他不正な行為によつて使用料又は第２４条の２の手数料の徴収を免れ

た者に対して、その徴収を免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する金額が５万円

を超えないときは、５万円とする。）以下の過料を科することができる。 

第３２条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人

の業務に関して前２条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して

も、各本条の過料を科する。 
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（４）鹿児島市工業用水道事業給水条例 

平成１６年１０月１８日 

条例第９５号 

目次 

第１章 総則（第１条―第５条） 

第２章 給水の申込み及び給水量の決定（第６条―第８条） 

第３章 給水施設工事及び管理並びに費用の負担（第９条―第１２条） 

第４章 給水（第１３条―第１８条） 

第５章 料金（第１９条―第２２条） 

第６章 雑則（第２３条・第２４条） 

付則 

第１章 総則 

 (趣旨) 

第１条 この条例は、鹿児島市工業用水道事業の給水についての料金その他の供給条件及び給水の

適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。 

 (用語の定義) 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 給水施設 鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の設置し

た配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに附属する給水用具のうち量水器までの部分

をいう。 

(2) 使用者 基本使用水量の決定通知を受けた者をいう。 

(3) 基本使用水量 使用者に供給する１日当たりの水量をいう。 

(4) 超過使用水量 基本使用水量を超えて使用した水量をいう。 

 (給水の対象) 

第３条 工業用水の供給は、１日１５立方メートル以上の水量を使用する者に対して行う。ただし、

管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。 

 (氏名等の変更) 

第４条 使用者は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、遅滞なく管理者に届け

出なければならない。 

 (権利義務の譲渡等の制限) 

第５条 使用者は、工業用水道の使用に関する一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付け、

又は引き受けさせてはならない。ただし、管理者が承認したときは、この限りでない。 

第２章 給水の申込み及び給水量の決定 

 (給水の申込み) 

第６条 給水を受けようとする者は、１日の使用水量の予定を定めて給水の申込みをしなければな
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らない。 

 (基本使用水量の決定) 

第７条 前条の規定による申込みがあったときは、管理者は、速やかにその申込みをした者の基本

使用水量を決定し、これを通知するものとする。ただし、給水能力その他の理由により給水する

ことができないときは、その旨通知するものとする。 

 (基本使用水量の変更) 

第８条 基本使用水量の変更については、前２条の規定を準用する。 

２ 基本使用水量は、年度の途中では変更しない。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、こ

の限りでない。 

第３章 給水施設工事及び管理並びに費用の負担 

 (工事の申込み) 

第９条 給水施設の新設、増設、改造又は撤去の工事（以下「工事」という。）をしようとする者は、

あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。 

２ 工事は、管理者が別に定める者が施行し、工事に要する費用は、使用者の負担とする。 

３ 第１項の規定により使用者が工事を行う場合においては、管理者の設計審査、材料検査及び工

事完了検査を受けなければならない。 

 (給水施設の維持及び管理並びに費用の負担) 

第１０条 使用者は、善良なる管理者の注意をもって給水施設を管理し、給水に異状があると認め

たときは、管理者に届け出て指示を受けなければならない。 

２ 管理者が必要と認めたときは、修繕その他の措置を命ずることができる。 

３ 第１項の指示又は前項の命令を受けて行った措置に要した費用は、使用者の負担とする。 

 (給水施設等の検査等) 

第１１条 管理者は、管理上必要と認めたときは、その職員に給水施設等を検査させ、使用者に必

要な措置を執ることを命ずることができる。 

２ 前項の規定による給水施設等の検査に従事する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係

者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

 (配水管の設置に要する費用の負担) 

第１２条 給水の申込みによって新たに配水管の設置が必要となるときは、その設置に要する費用

は、使用者の負担とする。 

第４章 給水 

 (給水の原則) 

第１３条 管理者は、天災地変その他不可抗力の事由による場合又は工業用水道施設の維持若しく

は改良工事等のため必要な場合のほか、給水を制限し、又は停止しないものとする。 

２ 緊急の事由による場合のほか、給水を制限し、又は停止しようとするときは、あらかじめその

区域及び期間を定めて、その都度使用者に予告するものとする。 
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３ 第１項に掲げる場合において、給水を制限し、又は停止したために使用者に損害を生ずること

があっても、管理者は、その責めを負わないものとする。 

 (均等使用の原則) 

第１４条 使用者は、１日の使用水量を２４時間で除して８時間を乗じた分の水量を貯水すること

ができる受水槽を設置し、工業用水道を常時均等に使用するよう努めなければならない。 

 (使用の開始等) 

第１５条 使用者は、工業用水道の使用を開始し、休止し、又は廃止しようとするときは、あらか

じめその旨を管理者に届け出て、その承認を受けなければならない。 

２ 管理者は、使用廃止の届出があったとき又は使用廃止の状態にあると認めたときは、給水施設

の撤去等の必要な措置を執ることができる。 

３ 前項の措置に要する費用は、使用者が負担するものとする。 

 (使用水量の決定) 

第１６条 使用水量は、毎月定例日に量水器によって決定する。ただし、使用水量が量水器の故障

等により測定することができないとき又は不明であるときは、管理者が認定する。 

２ 管理者は、使用水量を決定したときは、速やかに使用者に通知するものとする。 

 (量水器の検査) 

第１７条 使用者は、量水器に異状があると認めたときは、管理者に対し量水器の機能について検

査すべきことを請求することができる。 

２ 管理者は、前項の検査に特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。 

(水質) 

第１８条 工業用水の水質は、次の表に掲げる基準によるものとする。 

項目 基準 

水温 常温 

濁度 20度以下 

水素イオン濃度 ペーハー値6.0以上8.5以下 

第５章 料金 

 (料金等) 

第１９条 料金は、次に定める基本料金の額及び超過料金の額の合計額に１００分の１０８を乗じ

て得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とし、１月ごとに

使用者から徴収する。 

※次表略す（174ページ参照） 

２ 料金の納付期限は、翌月の末日とする。 

 (延滞金) 

第２０条 管理者は、使用者が前条の料金を納付期限までに完納しないときは、納付期限後２０日

以内に督促状を発しなければならない。 
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２ 前項の規定により督促状を発した場合においては、納付期限の翌日から納付の日までの日数に

応じて未納額につき年１４．６パーセント（当該納付期限の翌日から１月を経過する日までの期

間については、年７．３パーセント）の割合で計算した延滞金を徴収する。 

３ 前項の延滞金は、１０円未満の端数があるときは当該端数を切り捨て、総額が１０円未満のと

きはこれを徴収しない。 

 (責任使用水量制) 

第２１条 第１９条の規定による料金の算定においては、使用者の使用した水量が基本使用水量の

１月分に満たない場合であっても、基本使用水量の１月分まで使用したものとみなす。ただし、

料金算定の基礎となる１月の期間の途中で使用を開始し、休止し、又は廃止したときの料金の算

定については、日割計算とする。 

 (料金の減免) 

第２２条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、料金を減額し、又は免除す

ることができる。 

第６章 雑則 

 (給水の停止) 

第２３条 第１３条第１項の規定にかかわらず、使用者が次の各号のいずれかに該当したときは、

管理者は、給水を停止することができる。 

(1) 詐欺その他不正な方法により、料金の徴収を免れようとしたとき。 

(2) 管理者の承認を受けないで量水器又は管理者の管理する制水弁等を操作したとき。 

(3) 第１１条第１項の規定による職員の職務の執行を拒み、又はこれを妨げたとき。 

(4) 料金その他この条例により使用者が負担すべき費用の納付を２月以上遅延したとき。 

(5) 前各号に掲げる場合のほか、この条例に違反したとき。 

 (委任) 

第２４条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。 
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８．中核市・九州県都一覧表

（１）水道関係

名　　　称 備　考

函館市企業局 〒040－8541 函館市末広町5-14 中核市

TEL ０１３８（２７）８７４１ 平成17年

FAX ０１３８（２２）５０７５ 10月指定

旭川市水道局 〒070－8541 旭川市上常盤町1丁目 中核市

TEL ０１６６（２４）３１６０ 平成12年

FAX ０１６６（２５）９５００ 4月指定

青森市企業局 〒030－0841 青森市奥野1-2-1 中核市

TEL ０１７（７３４）４２０１ 平成18年

FAX ０１７（７７４）４９１３ 10月指定

八戸圏域水道企業団 〒039－1112 八戸市南白山台1-11-1 中核市

TEL ０１７８（７０）７０３０ 平成29年

FAX ０１７８（７０）７０７０ 1月指定

盛岡市上下水道局 〒020－0013 盛岡市愛宕町6-8 中核市

TEL ０１９（６２３）１４１１ 平成20年

FAX ０１９（６２３）１４１０ 4月指定

秋田市上下水道局 〒010－0945 秋田市川尻みよし町14-8 中核市

TEL ０１８（８２３）８４３４ 平成9年

FAX ０１８（８２４）７４１４ 4月指定

山形市上下水道部 〒990-0836 山形市南石関27 中核市

TEL ０２３（６４５）１１７７ 平成31年

FAX ０２３（６４４）０９２４ 4月指定

福島市水道局 〒960－8601 福島市五老内町3-1 中核市

TEL ０２４（５３５）１１１８ 平成30年

FAX ０２４（５３５）１１３３ 4月指定

郡山市上下水道局 〒963－8016 郡山市豊田町1-4 中核市

TEL ０２４（９３２）７６４４ 平成9年

FAX ０２４（９３９）５８２０ 4月指定

いわき市水道局 〒970－8026 いわき市平字童子町2-5 中核市

TEL ０２４６（２２）９３０９ 平成11年

FAX ０２４６（２１）４８４４ 4月指定

宇都宮市上下水道局 〒320－8543 宇都宮市河原町1-41 中核市

TEL ０２８（６３３）３２３０ 平成8年

FAX ０２８（６３３）３２６４ 4月指定

前橋市水道局 〒371－0035 前橋市岩神町3-13-15 中核市

TEL ０２７（８９８）３０１１ 平成21年

FAX ０２７（２３４）５５４４ 4月指定

高崎市水道局 〒370－8501 高崎市高松町35-1 中核市

TEL ０２７（３２１）１２８２ 平成23年

FAX ０２７（３２６）４０２７ 4月指定

川越市上下水道局 〒350－0054 川越市三久保町20-10 中核市

TEL ０４９（２２３）３０６１ 平成15年

FAX ０４９（２２３）３０７８ 4月指定

川口市上下水道局 〒332－8501 川口市青木5-13-1 中核市

TEL ０４８（２５８）４１３２ 平成30年

FAX ０４８（２５６）４８７１ 4月指定

住　所　・　電　話　番　号　等
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名　　　称 備　考

越谷・松伏水道企業団 〒343－8505 越谷市越ケ谷3-5-22 中核市

TEL ０４８（９６６）３９３１ 平成27年

FAX ０４８（９６３）０７０６ 4月指定

柏市水道部 〒277－0025 柏市千代田1-2-32 中核市

TEL ０４（７１６６）３１８１ 平成20年

FAX ０４（７１６７）１１６５ 4月指定

横須賀市上下水道局 〒238－8550 横須賀市小川町11 中核市

TEL ０４６（８２２）９８４０ 平成13年

FAX ０４６（８２２）２４４２ 4月指定

富山市上下水道局 〒930－0859 富山市牛島本町2-1-20 中核市

TEL ０７６（４３２）８５８０ 平成8年

FAX ０７６（４３２）８６３５ 4月指定

金沢市企業局 〒920－0031 金沢市広岡3-3-30 中核市

TEL ０７６（２２０）２６１１ 平成8年

FAX ０７６（２２０）２６７９ 4月指定

福井市企業局 〒910－8522 福井市大手3-13-1 中核市

TEL ０７７６（２０）５６１５ 平成31年

FAX ０７７６（２７）２７５３ 4月指定

甲府市上下水道局 〒400－0046 甲府市下石田2-23-1 中核市

TEL ０５５（２２８）３３１９ 平成31年

FAX ０５５（２３７）４３３１ 4月指定

長野市上下水道局 〒380－8512 長野市大字鶴賀緑町1613 中核市

TEL ０２６（２２４）５０７０ 平成11年

FAX ０２６（２２４）５１１４ 4月指定

岐阜市上下水道事業部 〒500－8156 岐阜市祈年町4-1 中核市

TEL ０５８（２５９）７８７８ 平成8年

FAX ０５８（２５９）７５２２ 4月指定

豊橋市上下水道局 〒440－8502 豊橋市牛川町字下モ田29-1 中核市

TEL ０５３２（５１）２７０２ 平成11年

FAX ０５３２（５１）２７０８ 4月指定

岡崎市上下水道局 〒444－8601 岡崎市十王町2-9 中核市

TEL ０５６４（２３）６３３４ 平成15年

FAX ０５６４（２３）６３６８ 4月指定

豊田市上下水道局 〒471－8501 豊田市西町3-60　 中核市

TEL ０５６５（３４）６６５３ 平成10年

FAX ０５６５（３６）５５２９ 4月指定

大津市企業局 〒520－8575 大津市御陵町3-1 中核市

TEL ０７７（５２８）２８６３ 平成21年

FAX ０７７（５２３）３３９９ 4月指定

豊中市上下水道局 〒560－0022 豊中市北桜塚4-11-18 中核市

TEL ０６(６８５８)２９２１ 平成24年

FAX ０６(６８５８)４８８３ 4月指定

高槻市水道部 〒569－0067 高槻市桃園町4-15 中核市

TEL ０７２（６７４）７９５７ 平成15年

FAX ０７２（６７４）７９４９ 4月指定

住　所　・　電　話　番　号　等
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名　　　称 備　考

枚方市上下水道局 〒573－1030 枚方市中宮北町20-3 中核市

TEL ０７２（８４８）４１９９ 平成26年

FAX ０７２（８４８）６５０８ 4月指定

八尾市水道局 〒581－0007 八尾市光南町1-4-30 中核市

TEL ０７２（９２３）６５４６ 平成30年

FAX ０７２（９９１）５９９１ 4月指定

寝屋川市上下水道局 〒572－0832 大阪市寝屋川市本町15-1 中核市

TEL ０７２（８２５）２２４７ 平成31年

FAX ０７２（８２４）３０９０ 4月指定

東大阪市上下水道局 〒578－0944 東大阪市若江西新町1-6-6 中核市

TEL ０６（６７２４）１２２１ 平成17年

FAX ０６（６７２１）２３７４ 4月指定

姫路市水道局 〒670－8501 姫路市安田4-1 中核市

TEL ０７９（２２１）２７０３ 平成8年

FAX ０７９（２２１）２７０６ 4月指定

尼崎市公営企業局 〒660－0051 尼崎市東七松町2-4-16 中核市

TEL ０６（６４８９）７４０５ 平成21年

FAX ０６（６４８９）７４０３ 4月指定

明石市水道局 〒673－8686 明石市中崎1-5-1 中核市

TEL ０７８（９１８）５０６４ 平成30年

FAX ０７８（９１１）４０６６ 4月指定

西宮市上下水道局 〒662－0911 西宮市池田町8-11 中核市

TEL ０７９８（３２）８００２ 平成20年

FAX ０７９８（３２）２２７８ 4月指定

奈良市企業局 〒630－8001 奈良市法華寺町264-1 中核市

TEL ０７４２（３４）５２００ 平成14年

FAX ０７４２（３４）９２０４ 4月指定

和歌山市企業局 〒640－8511 和歌山市七番丁23 中核市

TEL ０７３（４３５）１１２４ 平成9年

FAX ０７３（４３５）１２８０ 4月指定

鳥取市水道局 〒680－1132 鳥取市国安210-3 中核市

TEL ０８５７（５３）７８１１ 平成30年

FAX ０８５７（５３）７８０２ 4月指定

松江市上下水道局 〒690－0826 松江市学園南1-17-24 中核市

TEL ０８５２（５５）４８８８ 平成30年

FAX ０８５２（５５）４８９０ 4月指定

倉敷市水道局 〒710－8565 倉敷市西中新田640 中核市

TEL ０８６（４２６）３６５４ 平成14年

FAX ０８６（４２７）７２７１ 4月指定

呉市上下水道局 〒737－0051 呉市中央6-2-9 中核市

TEL ０８２３（２６）１６０４ 平成28年

FAX ０８２３（２６）１６５６ 4月指定

福山市上下水道局 〒720－8526 福山市古野上町15-25 中核市

TEL ０８４（９２８）１５２９ 平成10年

FAX ０８４（９２８）１６３１ 4月指定

住　所　・　電　話　番　号　等
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名　　　称 備　考

下関市上下水道局 〒750－8525 下関市春日町7-32 中核市

TEL ０８３（２３１）３１２１ 平成17年

FAX ０８３（２３１）３１２２ 10月指定

香川県広域水道企業団 〒760－8514 高松市番町1-8-15 中核市

TEL ０８７（８３９）２７１１ 平成11年

FAX ０８７（８３９）２７１０ 4月指定

松山市公営企業局 〒790－8590 松山市二番町4-4-6 中核市

TEL ０８９（９９８）９８０２ 平成12年

FAX ０８９（９３２）３３２５ 4月指定

高知市上下水道局 〒780－8010 高知市桟橋通3-31-11 中核市

TEL ０８８（８２１）９２３０ 平成10年

FAX ０８８（８３３）６５４９ 4月指定

久留米市企業局 〒839－8501 久留米市合川町2190-3 中核市

TEL ０９４２（３０）８５０６ 平成20年

FAX ０９４２（３０）８５７０ 4月指定

長崎市上下水道局 〒850－8563 長崎市桜町6-3 中核市

TEL ０９５（８２９）１２０３ 平成9年

FAX ０９５（８２９）１２０５ 4月指定

佐世保市水道局 〒857－0028 佐世保市八幡町4-8 中核市

TEL ０９５６（２５）９６６０ 平成28年

FAX ０９５６（２５）９６８５ 4月指定

大分市上下水道局 〒870－0045 大分市城崎町1-5-20 中核市

TEL ０９７（５３８）２４０４ 平成9年

FAX ０９７（５３５）１２４１ 4月指定

宮崎市上下水道局 〒880－8507 宮崎市鶴島3-252 中核市

TEL ０９８５（２６）７５８０ 平成10年

FAX ０９８５（２４）１０４７ 4月指定

那覇市上下水道局 〒900－0006 那覇市おもろまち1-1-1 中核市

TEL ０９８（９４１）７８０２ 平成25年

FAX ０９８（９４１）７８２１ 4月指定

福岡市水道局 〒812－0011 福岡市博多区博多駅前1-28-15 九州県都

TEL ０９２（４８３）３１３３ （政令指定

FAX ０９２（４８２）６９１８ 都市）

熊本市上下水道局 〒862－8620 熊本市中央区水前寺6-2-45 九州県都

TEL ０９６（３８１）４３３０ （政令指定

FAX ０９６（３８４）４１４４ 都市）

佐賀市上下水道局 〒849－8558 佐賀市若宮3-6-60 九州県都

TEL ０９５２（３３）１３３０

FAX ０９５２（３３）１３１５

住　所　・　電　話　番　号　等
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(２)下水道関係

名　　　称 備　考

函館市企業局 〒040－8541 函館市末広町5-14 中核市

TEL ０１３８（２７）８７４１ 平成17年

FAX ０１３８（２２）５０７５ 10月指定

旭川市水道局 〒070－8541 旭川市上常盤町1丁目 中核市

TEL ０１６６（２４）３１６０ 平成12年

FAX ０１６６（２５）９５００ 4月指定

青森市環境部 〒030-0801 青森市新町1-3-7 中核市

TEL ０１７（７１８）１１９０ 平成18年

FAX ０１７（７１８）１１９３ 10月指定

八戸市環境部 〒031－0801 八戸市江陽3-1-111 中核市

TEL ０１７８（４４）８２５４ 平成29年

FAX ０１７８（４７）９０６５ 1月指定

盛岡市上下水道局 〒020－0013 盛岡市愛宕町6-8 中核市

TEL ０１９（６２３）１４１１ 平成20年

FAX ０１９（６２３）１４１０ 4月指定

秋田市上下水道局 〒010－0945 秋田市川尻みよし町14-8 中核市

TEL ０１８（８２３）８４３４ 平成9年

FAX ０１８（８２４）７４１４ 4月指定

山形市上下水道部 〒990-0836 山形市南石関27 中核市

TEL ０２３（６４５）１１７７ 平成31年

FAX ０２３（６４４）０９２４ 4月指定

福島市都市政策部 〒960－8601 福島市五老内町3-1 中核市

TEL ０２４（５２５）３７８９ 平成30年

FAX ０２４（５３４）８２２８ 4月指定

郡山市上下水道局 〒963－8016 郡山市豊田町1-4 中核市

TEL ０２４（９３２）７６４４ 平成9年

FAX ０２４（９３９）５８２０ 4月指定

いわき市生活環境部 〒970－8686 いわき市平字梅本21 中核市

TEL ０２４６（２２）７５１９ 平成11年

FAX ０２４６（２２）７５７２ 4月指定

宇都宮市上下水道局 〒320－8543 宇都宮市河原町1-41 中核市

TEL ０２８（６３３）３２３０ 平成8年

FAX ０２８（６３３）３２６４ 4月指定

前橋市水道局 〒371－0035 前橋市岩神町3-13-15 中核市

TEL ０２７（８９８）３０１１ 平成21年

FAX ０２７（２３４）５５４４ 4月指定

高崎市下水道局 〒370－8501 高崎市高松町35-1 中核市

TEL ０２７（３２１）１２６３ 平成23年

FAX ０２７（３２５）８３５２ 4月指定

川越市上下水道局 〒350－0054 川越市三久保町20-10 中核市

TEL ０４９（２２３）３０６１ 平成15年

FAX ０４９（２２３）３０７８ 4月指定

川口市上下水道局 〒332－8501 川口市青木5-13-1 中核市

TEL ０４８（２５８）４１３２ 平成30年

FAX ０４８（２５６）４８７１ 4月指定

住　所　・　電　話　番　号　等
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名　　　称 備　考

越谷市建設部 〒343－8501 越谷市越ケ谷4-2-1 中核市

TEL ０４８（９６３）９２０６ 平成27年

FAX ０４８（９６３）９１９８ 4月指定

船橋市建設局 〒273－8501 船橋市湊町2-10-25 中核市

TEL ０４７（４３６）２６４８ 平成15年

FAX ０４７（４３６）２６４７ 4月指定

柏市土木部 〒277－0005 柏市柏255 中核市

TEL ０４（７１６７）１４０９ 平成20年

FAX ０４（７１６７）２５８６ 4月指定

八王子市水循環部 〒192－8501 八王子市元本郷町3-24-1 中核市

TEL ０４２（６２０）７２８９ 平成27年

FAX ０４２（６２６）３０１９ 4月指定

横須賀市上下水道局 〒238－8550 横須賀市小川町11 中核市

TEL ０４６（８２２）９８４０ 平成13年

FAX ０４６（８２２）２４４２ 4月指定

富山市上下水道局 〒930－0859 富山市牛島本町2-1-20 中核市

TEL ０７６（４３２）８５８０ 平成8年

FAX ０７６（４３２）８６３５ 4月指定

金沢市企業局 〒920－0031 金沢市広岡3-3-30 中核市

TEL ０７６（２２０）２６１１ 平成8年

FAX ０７６（２２０）２６７９ 4月指定

福井市下水道部 〒910－8522 福井市大手3-13-1 中核市

TEL ０７７６（２０）５６52 平成31年

FAX ０７７６（２０）５６６３ 4月指定

甲府市上下水道局 〒400－0046 甲府市下石田2-23-1 中核市

TEL ０５５（２２８）３３１１ 平成31年

FAX ０５５（２３７）４３３１ 4月指定

長野市上下水道局 〒380－8512 長野市大字鶴賀緑町1613 中核市

TEL ０２６（２２４）５０７０ 平成11年

FAX ０２６（２２４）５１１４ 4月指定

岐阜市上下水道事業部 〒500－8156 岐阜市祈年町4-1 中核市

TEL ０５８（２５９）７８７８ 平成8年

FAX ０５８（２５９）７５２２ 4月指定

豊橋市上下水道局 〒440－8502 豊橋市牛川町字下モ田29-1 中核市

TEL ０５３２（５１）２７０２ 平成11年

FAX ０５３２（５１）２７０８ 4月指定

岡崎市上下水道局 〒444－8601 岡崎市十王町2-9 中核市

TEL ０５６４（２３）６３３４ 平成15年

FAX ０５６４（２３）６３６８ 4月指定

豊田市上下水道局 〒471－8501 豊田市西町3-60　 中核市

TEL ０５６５（３４）６６５３ 平成10年

FAX ０５６５（３６）５５２９ 4月指定

大津市企業局 〒520－8575 大津市御陵町3-1 中核市

TEL ０７７（５２８）２８６３ 平成21年

FAX ０７７（５２３）３３９９ 4月指定

住　所　・　電　話　番　号　等
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豊中市上下水道局 〒560－0022 豊中市北桜塚4-11-18 中核市

TEL ０６(６８５８)２９２１ 平成24年

FAX ０６(６８５８)４８８３ 4月指定

高槻市都市創造部 〒569－0067 高槻市桃園町2-1 中核市

TEL ０７２（６７４）７４３２ 平成15年

FAX ０７２（６７５）３２５２ 4月指定

枚方市上下水道局 〒573－1030 枚方市中宮北町20-3 中核市

TEL ０７２（８４８）４１９９ 平成26年

FAX ０７２（８４８）６５０８ 4月指定

八尾市都市整備部 〒581－0003 八尾市本町1-1-1 中核市

TEL ０７２（９２４）３８８３ 平成30年

FAX ０７２（９２２）３５８７ 4月指定

寝屋川市上下水道局 〒572－0832 大阪市寝屋川市本町15-1 中核市

TEL ０７２（８２５）２２４７ 平成31年

FAX ０７２（８２４）３０９０ 4月指定

東大阪市上下水道局 〒577－8521 東大阪市荒本北1-1-1 中核市

TEL ０６（４３０９）３２４６ 平成17年

FAX ０６（４３０９）３８２７ 4月指定

姫路市下水道局 〒670－8501 姫路市安田4-1 中核市

TEL ０７９（２２１）２６５３ 平成8年

FAX ０７９（２２１）２６７９ 4月指定

尼崎市公営企業局 〒660－0051 尼崎市東七松町2-4-16 中核市

TEL ０６（６４８９）６５５１ 平成21年

FAX ０６（６４８９）６５５９ 4月指定

明石市都市局 〒674－0063 明石市大久保町八木742 中核市

TEL ０７８（９３４）９６２０ 平成30年

FAX ０７８（９３４）９６２２ 4月指定

西宮市上下水道局 〒662－0911 西宮市池田町8-11 中核市

TEL ０７９８（３２）８００２ 平成20年

FAX ０７９８（３２）２２７８ 4月指定

奈良市企業局 〒630－8001 奈良市法華寺町264-1 中核市

TEL ０７４２（３４）５２００ 平成14年

FAX ０７４２（３４）９２０４ 4月指定

和歌山市企業局 〒640－8511 和歌山市七番丁23 中核市

TEL ０７３（４３５）１０９３ 平成9年

FAX ０７３（４３５）１２７６ 4月指定

鳥取市下水道部 〒680－0902 鳥取市秋里903 中核市

TEL ０８５７（２０）３３１５ 平成30年

FAX ０８５７（２０）３３１８ 4月指定

松江市上下水道局 〒690－0826 松江市学園南1-17-24 中核市

TEL ０８５２（５５）４８８８ 平成30年

FAX ０８５２（５５）４８９０ 4月指定

倉敷市環境リサイクル局 〒710－8565 倉敷市西中新田640 中核市

TEL ０８６（４２６）３５８１ 平成14年

FAX ０８６（４２５）５６４５ 4月指定

住　所　・　電　話　番　号　等
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名　　　称 備　考

呉市上下水道局 〒737－0051 呉市中央6-2-9 中核市

TEL ０８２３（２６）１６０４ 平成28年

FAX ０８２３（２６）１６５６ 4月指定

福山市上下水道局 〒720－8526 福山市古野上町15-25 中核市

TEL ０８４（９２８）１５２９ 平成10年

FAX ０８４（９２８）１６３１ 4月指定

下関市上下水道局 〒750－8525 下関市春日町7-32 中核市

TEL ０８３（２３１）３１２１ 平成17年

FAX ０８３（２３１）３１２２ 10月指定

高松市都市整備局 〒760－8514 高松市番町1-10-14 中核市

TEL ０８７（８３９）２７６５ 平成11年

FAX ０８７（８３９）２７７６ 4月指定

松山市下水道部 〒790－8571 松山市二番町4-7-2 中核市

TEL ０８９（９４８）６５３３ 平成12年

FAX ０８９（９３４）５８６２ 4月指定

高知市上下水道局 〒780－8010 高知市桟橋通3-31-11 中核市

TEL ０８８（８２１）９２３０ 平成10年

FAX ０８８（８３３）６５４９ 4月指定

久留米市企業局 〒839－8501 久留米市合川町2190-3 中核市

TEL ０９４２（３０）８５０６ 平成20年

FAX ０９４２（３０）８５７０ 4月指定

長崎市上下水道局 〒850－8563 長崎市桜町6-3 中核市

TEL ０９５（８２９）１２０３ 平成9年

FAX ０９５（８２９）１２０５ 4月指定

佐世保市水道局 〒857－0028 佐世保市八幡町4-8 中核市

TEL ０９５６（２５）９６６０ 平成28年

FAX ０９５６（２５）９６８５ 4月指定

大分市上下水道局 〒870－0045 大分市城崎町1-5-20 中核市

TEL ０９７（５３８）２４０４ 平成9年

FAX ０９７（５３５）１２４１ 4月指定

宮崎市上下水道局 〒880－8507 宮崎市鶴島3-252 中核市

TEL ０９８５（２６）７５８０ 平成10年

FAX ０９８５（２４）１０４７ 4月指定

那覇市上下水道局 〒900－0006 那覇市おもろまち1-1-1 中核市

TEL ０９８（９４１）７８０２ 平成25年

FAX ０９８（９４１）７８２１ 4月指定

福岡市道路下水道局 〒810－8620 福岡市中央区天神1-8-1 九州県都

TEL ０９２（７１１）４５03 （政令指定

FAX ０９２（７３３）５５９６ 都市）

熊本市上下水道局 〒862－8620 熊本市中央区水前寺6-2-45 九州県都

TEL ０９６（３８１）４３３０ （政令指定

FAX ０９６（３８４）４１４４ 都市）

佐賀市上下水道局 〒849－8558 佐賀市若宮3-6-60 九州県都

TEL ０９５２（３３）１３３０

FAX ０９５２（３３）１３１５

住　所　・　電　話　番　号　等

－221－－ 221 －



９．関係団体一覧表

（１）国関係

名　　　称

厚生労働省 〒100－8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

中央合同庁舎第5号館

TEL ０３（５２５３）１１１１

総務省 〒100－8926 東京都千代田区霞が関2-1-2

中央合同庁舎第2号館

TEL ０３（５２５３）５１１１

国土交通省 〒100－8918 東京都千代田区霞が関2-1-3

中央合同庁舎第3号館

東京都千代田区霞が関2-1-2

中央合同庁舎第2号館（分館）

TEL ０３（５２５３）８１１１

環境省 〒100－8975 東京都千代田区霞が関1-2-2

中央合同庁舎第5号館

TEL ０３（３５８１）３３５１

経済産業省 〒812－8546 福岡市博多区博多駅東2-11-1

九州経済産業局 福岡合同庁舎本館６階、７階

TEL ０９２（４８２）５４０５

FAX ０９２（４８２）５９６０

（２）県関係

名　　　称

鹿児島県くらし保健福祉部 〒890－8577 鹿児島市鴨池新町10-1

生活衛生課　　 行政庁舎３階

TEL ０９９（２８６）２７８４

FAX ０９９（２８６）５５６２

鹿児島県土木部 〒890－8577 鹿児島市鴨池新町10-1

河川課　　 行政庁舎１５階

TEL ０９９（２８６）３５８６

FAX ０９９（２８６）５６２５

鹿児島県土木部 〒890－8577 鹿児島市鴨池新町10-1

生活排水対策室 行政庁舎１４階

（都市計画課内） TEL ０９９（２８６）３６８５

FAX ０９９（２８６）５６３３

鹿児島県工業用水道部 〒891－0141 鹿児島市谷山中央2-702-13

工業用水課 TEL ０９９（２６８）７６０１

FAX ０９９（２６８）８９７５

住　所　・　電　話　番　号　等

住　所　・　電　話　番　号　等

－222－－ 222 －



（３）市関係

名　　　称

環境局資源循環部 〒892－8677 鹿児島市山下町11-1

資源政策課　　 TEL ０９９（２１６）１２８８

FAX ０９９（２１６）１２９２

環境局環境部 〒892－8677 鹿児島市山下町11-1

環境衛生課　　 TEL ０９９（２１６）１３００

FAX ０９９（２１６）１２９２

健康福祉局保健所 〒892－8677 鹿児島市山下町11-1

生活衛生課　　 TEL ０９９（８０３）６８８１

FAX ０９９（８０３）７０２６

建設局都市計画部 〒892－8677 鹿児島市山下町11-1

都市計画課　　 TEL ０９９（２１６）１３７８

FAX ０９９（２１６）１３９８

建設局道路部 〒892－8677 鹿児島市山下町11-1

道路建設課　　 TEL ０９９（２１６）１４０４

FAX ０９９（２１６）１４００

建設局建設管理部 〒892－8677 鹿児島市山下町11-1

河川港湾課　　 TEL ０９９（２１６）１４１２

FAX ０９９（２１６）１４１４

消防局総務課　　 〒892－0816 鹿児島市山下町15-1

TEL ０９９（２２２）０２８０

FAX ０９９（２２４）８１１９

住　所　・　電　話　番　号　等

－223－－ 223 －



（４）その他

名　　　称

(公社）日本水道協会 〒102－0074 東京都千代田区九段南4-8-9

TEL ０３（３２６４）２２８１

FAX ０３（３２６２）２２４４　（総務部）

０３（３２６４）２２０５　（調査部）

(公社）日本水道協会 〒812－0011 福岡市博多区博多駅前1-28-15

九州地方支部　　 福岡市水道局総務部総務課内

TEL ０９２（４８３）３１０４

FAX ０９２（４８２）１３７６

(公社）日本水道協会 〒890－8585 鹿児島市鴨池新町1-10

鹿児島県支部　　 鹿児島市水道局総務部総務課内

TEL ０９９（２１３）８５０２

FAX ０９９（２５２）６７２８

鹿児島県水道協会 〒890－8577 鹿児島市鴨池新町10-1

鹿児島県くらし保健福祉部生活衛生課内

TEL ０９９（２８６）２７９０

FAX ０９９（２８６）５５６２

(公社）日本下水道協会 〒101－0047 東京都千代田区内神田2-10-12

内神田すいすいビル５～８階

TEL ０３（６２０６）０２６０　（総務部）

０３（６２０６）０６７９　（企画調査部）

０３（６２０６）０３６９　（技術研究部）

FAX ０３（６２０６）０２６５　（総務部）

九州地方下水道協会 〒810－8620 福岡市中央区天神1-8-1

福岡市道路下水道局総務部下水道経営企画課内

TEL ０９２（７１１）４６１３

FAX ０９２（７３３）５５９６

鹿児島県下水道協会 〒890－8585 鹿児島市鴨池新町1-10

鹿児島市水道局総務部総務課内

TEL ０９９（２１３）８５０２

FAX ０９９（２５２）６７２８

地方共同法人日本下水道事業団 〒113－0034 東京都文京区湯島2-31-27

湯島台ビル３、７、８階

TEL ０３（６３６１）７８００

FAX ０３（５８０５）１８００

地方共同法人日本下水道事業団 〒892－0846 鹿児島市加治屋町18-8

鹿児島事務所　　 三井生命鹿児島ビル８階

TEL ０９９（２１９）５１５５

FAX ０９９（２１９）５４５５

住　所　・　電　話　番　号　等

－224－－ 224 －


